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第１２章 自発的支援の受入れ 

 

大規模な災害の発生が報道されると、国内・国外から多くの善意の支援申し入れが寄せられる。 

このため、町は、これらの支援を適切に受け入れる体制を整える必要がある。 

 

第１節 ボランティアの受入れ 

 

１ 災害時におけるボランティア活動の種類 

ボランティア活動の種類を例示すると、次表のとおりである。 

一般ボランティア 専門ボランティア 

・避難誘導 

・情報連絡 

・給食、給水 

・物資の搬送・仕分け・配給 

・入浴サービスの提供 

・指定避難所の清掃 

・ゴミの収集・廃棄 

・高齢者、障害者（児）等の介助 

・防犯 

・ガレキの撤去 

・住居の補修 

・家庭動物の保護 

・被災者の救出（消防・警察業務経験者等） 

・救護（医師、看護師、救命講習修了者等） 

・建物応急危険度判定（建築士等） 

・被災宅地危険度判定 

・外国語通訳 

・手話通訳 

・介護（介護福祉士等） 

・保育 

・アマチュア無線 

・各種カウンセリング 

 

２ 受入窓口の開設 

町は社会福祉協議会及びＮＰＯ・ボランティア関係団体と相互に連絡・調整の上、町災害ボラ

ンティアセンター等を設置し、ボランティアの受入窓口を開設する。 

 

３ ボランティアニーズの把握 

町及び町災害ボランティアセンターは、各指定避難所、防災拠点等におけるボランティアニー

ズ（種類、人数等）を把握する。 

 

４ ボランティアの受入れ 

町災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・

ボランティア等との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支

援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況や
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ボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズ

や支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。また、災害の状況及びボランティ

アの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これにより、連携のとれ

た支援活動を展開するよう努めるとともに、併せてボランティアの活動環境に配慮するものとす

る。 

 

５ ボランティア活動の支援 

町は、県と連携し、次によりボランティア活動を支援する。 

(1) ボランティアが円滑に受け入れられるよう、広報、内部通知等により、ボランティア活動の

内容を被災者、職員等に周知する。 

(2) 必要に応じて活動拠点、資機材、宿舎等の提供又はあっせんに努める。 

 

６ ボランティアによる災害ボランティアセンター等の運営 

大規模災害においては、行政機関のボランティア担当職員の人数が圧倒的に不足することが予

想されるので、町、県及びボランティア関係団体は、ボランティアの受入れ、調整等が、ボラン

ティアにより運営されるよう配慮するものとする。 

町が、県から事務の委任を受けた場合は、共助のボランティア活動と地方公共団体の実施する

救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンターに委託する場

合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

 

第２節 義援物資・義援金の受入れ 

 

１ 義援物資の受入れ 

(1) 需要の把握 

県が、義援物資の受入を決定した場合、町は、各指定避難所等について、受入れを希望する

義援物資の種類、規格及び数量を把握するものとし、県が義援物資の受入か可否を判断する際

に情報共有を行う。 

(2) 受入機関の決定 

町及び県は、相互に調整の上、義援物資の受入機関（町と県が個別に受け入れるか共同で受

け入れるか）を定めるものとする。 

(3) 集積場所の確保 

受入機関となった町は、送付された義援物資を保管及び仕分けできる集積場所並びに仕分け

作業に要する人員、資機材等をあらかじめ確保する。 

なお、集積場所の選定に当たっては、被災地域における仕分け作業の負担増を避けるため、

近隣市町村からの選定も検討する。 

(4) 受入物資の仕分け 
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町は、受入物資を効率的に配分するため、ボランティア等の協力を得て集積場所において仕

分けを行う。 

(5) 受入物資の配分 

町が受け入れた物資については、町が自らの判断により配分先及び配分量を決めて配分する

ものとし、県が受け入れた物資については県と町とで協議の上、配分先及び配分量を決めて配

分する。 

なお、配分に当たっては、公平性を重視し過ぎるあまり配分が遅延することのないよう、注

意するものとする。 

(6) ボランティア及び民間事業者等の活用 

大量の物資を迅速・的確に配送するため、必要に応じてボランティアの協力を得るほか、民

間事業者のノウハウや能力等の活用を図るものとする。 

(7) 小口・混載の義援物資 

小口・混載の義援物資は、被災地において内容物の確認、仕分けなどの作業が必要となり、

被災地方公共団体の負担となることから、原則として受け付けないこととする。 

 

２ 義援金の受入れ 

(1) 義援金の募集 

県及び町は、災害応急対策及び災害復旧に要する費用を勘案し、必要に応じ、義援金を募集

するものとする。 

(2) 「募集・配分委員会」の設置 

県及び町は、義援金を募集するときは、次の機関で構成する「義援金募集・配分委員会」（以

下「委員会」という。）を設置し、県内における義援金受入れ事務を一元化するものとする。 

事務局：県健康福祉部健康福祉課 

群馬県 

被災市町村 

群馬県市長会 

群馬県町村会 

群馬県市議会議長会 

群馬県町村議会議長会 

日本赤十字社群馬県支部 

群馬県社会福祉協議会 

群馬県共同募金会 

 

(3) 募集の広報 

委員会は、募集方法、募集期間等を定め、新聞、ラジオ、テレビ等を通じてその内容を広報

するものとする。 

(4) 義援金の配分 

ア 委員会は、十分協議して配分額を定めるものとする。 

イ 義援金の配分については、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努める

ものとする。 

ウ 義援金の被災者への支給は、町が行うものとする。 
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ものとする。 

イ 要配慮者利用施設の管理者は、アの緊急入所について、適当な入所先が確保できないとき

は、県（要配慮者利用施設所管の各課）又は町に対し、入所先のあっせんを要請するものと

する。 

ウ 県（要配慮者利用施設所管の各課）及び町は、イの要請を受けたときは、相互に連携し、

あっせんに努めるものとする。 

エ 社会福祉施設の災害時相互応援協定締結団体の管理者は、加盟施設の被災状況等を踏まえ、

必要に応じて、群馬県災害福祉支援ネットワーク事務局(群馬県社会福祉協議会）に対し、協

定に基づく利用者受入れや応援職員の派遣等を要請するものとする。 

 

<関係資料> 資料編５－２ 要配慮者利用施設 
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第１４章 その他の災害応急対策 

 

第１節 農業の災害応急対策 

 

１ 農作物関係 

(1) 病害虫の防除 

町は、県から病害虫防除の指示を受けたときは、防除班を編成して防除を実施するものとす

る。 

(2) 転換作物の導入指導 

町は、必要に応じ、農業協同組合等関係団体の協力を得て、転換作物の導入を指導するもの

とする。 

 

２ 家畜関係 

(1) 家畜の避難 

町は、必要に応じ、家畜の飼養者に対し家畜を安全な場所に避難させるよう呼びかけるもの

とする。 

(2) 環境汚染の防止 

町は、降雨等の影響により家畜の飼育施設からし尿等の汚物が流出するおそれがあるときは、

飼養者に対し、し尿の汲み取りや土嚢積み等の流出防止措置を講ずるよう指導するものとする。 

 

第２節 学校の災害応急対策 

 

１ 気象状況の把握 

小学校、中学校の管理者（以下「学校管理者」という。）は、台風その他の低気圧や前線の接近

により天候の著しい悪化が予想されるときは、テレビ、ラジオ等による気象情報に注意を払い、

気象状況の把握に努めるものとする。 

 

２ 学校施設の安全性の点検 

災害危険区域における学校管理者は、校舎周辺の巡視を行い、洪水等の兆候を調べ、学校施設

の安全性を点検するものとする。 

 

３ 児童・生徒の安全確保 

学校管理者は、次により児童・生徒の安全を確保するものとする。 

(1) 児童・生徒の在校時に校舎等が被災した場合又は被災するおそれのある場合は、災害の状況
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に応じ、児童・生徒を安全な場所に移動させる。 

(2) 傷病者が発生したときは、保護者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに医療機関へ

搬送する。 

(3) 児童・生徒を下校させる場合は、通学路の安全性を点検の上、必要に応じ集団下校、教職員

の引率、保護者による送迎等を行う。 

 

４ 被害状況の調査報告 

(1) 応急対策策定のため、学校管理者は次の事項について、被害状況を速やかに調査収集し、教

育長に報告するものとする。なお、教育長は、町長に遅滞なく報告するものとする。 

ア 学校施設の被害状況 

イ その他教育施設の被害状況 

ウ 教員、その他職員の被災状況 

エ 児童・生徒の被災状況 

オ 応急措置を必要とする事項 

(2) 教育長は、とりまとめた被害状況を県防災計画に定めるところにより遅滞なく県教育委員会

に報告するものとする。 

 

５ 教育の確保 

(1) 教室及び運動場の確保 

学校管理者は、校舎が被災したため授業を行えなくなったときは、被災校舎の応急修理、仮

設校舎の建設、公民館・図書館等の借上げ等により教室及び運動場の確保を図るものとする。 

(2) 授業の確保 

ア 被害程度により授業が不可能と認められるときは休校とする。 

ただし、正規の授業は困難であっても、でき得るかぎり応急授業の実施に努める。 

イ 授業が長期にわたり不可能のときは、学校と児童・生徒の連絡方法、組織（通学班、子供

会等）、家庭学習等の整備、工夫をする。 

ウ 応急授業に当たっては、被災児童・生徒の負担にならぬよう配慮するとともに、授業の方

法、児童・生徒の保健、危険防止等に留意する。 

(3) 代替教員の確保 

教育委員会その他教員の任命権者は、教員が被災等したため授業の担当が困難となった場合

は、臨時教員の任用、非常勤講師の任用等により、代替教員の確保を図るものとする。 

(4) 学用品の支給 

ア 町は、被災により就学上欠くことのできない学用品を滅失又は損傷し、これらの学用品を

直ちに入手することができない小学校児童・中学校生徒に対し、必要最小限度の学用品を支

給するものとする。 

イ 県は、教科書を滅失又は損傷した児童・生徒に対し、町及び教科書供給業者と協力して教
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科書を支給する措置を講ずるものとする。 

なお、支給の基準等については、資料編 11－１のとおりである。 

 

６ 給食の措置 

(1) 施設、原材料等が被害を受けたため学校給食が実施できないときは、学校管理者は、速やか

に代替措置として応急給食を実施するものとする。 

(2) 学校給食施設が被災者向けの炊き出し施設として利用される場合は、学校管理者は、学校給

食の一時休止その他の対応により、被災者向けの炊き出しとの調整に留意するものとする。 

 

７ 避難者の援護と授業との関係 

学校が指定避難所となった場合は、当初は臨時休校とするなどして避難者の援護を優先させる

ものとする。 

なお、授業の再開については、５(1)により、速やかに教室を確保して実施するものとする。 

 

第３節 文化財の災害応急対策 

 

１ 気象状況の把握 

文化財の所有者・管理者は、台風その他の低気圧や前線の接近により天候の著しい悪化が予想

されるときは、テレビ、ラジオ等による気象情報に注意を払い、気象状況の把握に努めるものと

する。 

 

２ 文化財の安全性の点検 

災害危険区域における文化財の所有者・管理者は、安全に十分留意した上で文化財周辺の巡視

を行い、洪水等の兆候を調べ、文化財施設の安全性を点検するものとする。 

 

３ 利用者・観覧者の安全確保 

災害危険区域における文化財の所有者・管理者は、次により利用者・観覧者の安全を確保する

ものとする。 

(1) 文化財建造物や展示収蔵施設、史跡等の敷地内に利用者・観覧者がいる時に施設が被災した

場合又は被災するおそれのある場合は、災害の状況に応じ、利用者・観覧者を安全な場所に移

動させる。 

(2) 傷病者が発生したときは、家族等関係者に連絡するとともに応急措置を施し、速やかに医療

機関へ搬送する。 

 

４ 文化財の安全確保 

文化財の利用者・管理者は、浸水、転倒等による文化財の損傷を防ぐため、当該文化財の種類
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に応じ、シートや土嚢等による養生、安全な場所への移動、固定等の措置を講ずるものとする。 

 

５ 災害情報の連絡 

文化財の所有者・管理者は、利用者・観覧者及び文化財の被災状況を把握し、応急対策の実施

状況と合わせて町等関係機関に連絡するものとする。 

 

６ 応急修復 

(1) 文化財の所有者・管理者は、災害により文化財が損傷した場合は、当該文化財の種類に応じ、

専門家等の協力を得て適切な応急修復を施すものとする。 

(2) 県及び町は、(1)の応急修復について積極的に協力するものとする。 

 

第４節 労働力の確保 

 

１ 求人の申込み 

町は、災害応急対策の実施に必要な労働力が不足する場合は、公共職業安定所に求人を申し込

むものとする。 

 

２ 労働者の確保及び紹介 

前項の申込みを受けた公共職業安定所は、他の公共職業安定所と連携して労働者の確保に努め

るものとし、確保できた労働者については、求人を申し込んだ機関に速やかに紹介するものとす

る。 

 

３ 賃金の支払い 

前項の労働者を雇用した機関は、各労働者の作業終了後、直ちに賃金を支払うものとする。 

ただし、やむを得ぬ事情により直ちに支払えない場合は、就労証明書を発行するとともに、支

給日を労働者本人に通知するものとする。 

 

第５節 災害救助法の適用 

 

町の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合、知事は、災害救助法を適用し、

被災者の保護及び社会秩序の保全を図る。災害救助法による救助は、県が実施する。ただし、町長

は、知事から委任された救助事務については、知事の補助機関として実施する。 

 

１ 災害救助法に基づく救助の実施 

知事は、当該災害が、災害救助法の適用を受ける災害であると認めたときは、速やかに同法に

基づく救助を実施するものとする。 
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なお、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、災害救助

法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処置に関し

て知事の指揮を受けなければならない。 

法の適用事務 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害救助法の適用基準 

災害救助法は、次のいずれかの場合に市町村ごとに適用される。 

(1) 当該市町村の区域内の人口に応じ、本町の場合は、次表のＡ欄に掲げた数以上の世帯の住家

が滅失したこと。 

(2) 群馬県の区域内において、1,500以上の世帯の住家が滅失した場合であって、当該市町村の区

域内の人口に応じ、本町の場合は、次表のＢ欄に掲げた数以上の世帯の住家が滅失したこと。 

(3) 群馬県の区域内において、7,000以上の世帯の住家が滅失した場合又は当該災害が隔絶した

地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場

合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。 

(4) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたこと。 

(5) 上記(1)から(4)によるもののほか、災害が発生するおそれがある場合、国に設置された政府

本部の所管区域内においても、災害救助法を適用することができる。 

 

  災害救助法適用基準表 

市町村 人口（人） Ａ Ｂ 

邑楽町 25,522 50 25 

  （注）１ 人口は、令和２年10月１日現在（国勢調査） 

     ２ Ａ欄及びＢ欄の数字は、災害救助法の適用基準である滅失住家の数。 

 

３ 救助の種類 

災害救助法に基づく救助の種類は、次のとおりである。 

(1) 避難所の設置及び応急仮設住宅の供与 

(2) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 
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(4) 医療及び助産 

(5) 災害にかかった者の救出 

(6) 災害にかかった住宅の応急修理 

(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

(8) 学用品の給与 

(9) 埋 葬 

(10) 死体の捜索及び処理 

(11) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼして

いるものの除去 

なお、２(5)による救助の種類は、(1)のうち避難所の設置である。 

 

４ 救助の実施機関 

災害救助は知事（危機管理課及び関係課）が実施し、町長はこれを補助する。 

ただし、救助を迅速に行うため知事が必要と認めるときは、救助の一部を町長が行うこととす

ることができる。 

 

５ 救助の程度・方法・期間 

救助の程度、方法及び期間は、内閣府が定める「災害救助基準」（資料11－１）によるものとす

る。 

 

６ 適用手続 

災害救助法の適用手続は、次による。 

(1) 知事(危機管理課)は、町からの被害報告に基づき災害救助法が適用されるか否かを判断する。 

(2) 知事(危機管理課)は、災害救助法の適用を決定したときは、対象市町村名を公示するととも

に、内閣府政策統括官（防災担当）に報告する。 

(3) 知事(危機管理課)は、救助の一部を町長が行うこととする場合は、当該救助の内容及び当該

事務を行うこととする期間を町長に通知するとともに公示する。 

 

７ 費用負担 

(1) 災害救助に要する費用は、まず県が支弁する。 

(2) 国は、県が支弁した費用について諸経費の合計額が100万円以上となる場合に、当該合計額が

地方税法に定める当該都道府県の普通税の標準税率をもって算定した当該年度の収入見込額に

対する諸経費の割合の部分に応じ、次表のとおり国庫負担する。 

収入見込額に対する割合 2/100以下の部分 2/100～4/100の部分 4/100超の部分 

国 庫 負 担 率 50/100 80/100 90/100 
 



風水害等(応急) 第14章 その他の災害応急対策 

183 

<関係資料> 資料編11－１ 災害救助法による救助の程度、方法、期間及び費用の限度額等 

 

第６節 動物愛護 

 

１ 動物愛護の実施 

(1) 町は災害時における動物愛護対策として、以下の事項に取り組む。 

ア ペット同行避難者の指定避難所への避難誘導、支援 

イ 指定避難所・応急仮設住宅におけるペット同行避難者の受け入れ 

ウ 県が設置する動物救護本部に対し、指定避難所におけるペットの飼育状況等に関する情報

提供 

エ 指定避難所・応急仮設住宅におけるペットの適正な飼育に係る指導、支援 

オ 県が設置する動物救護本部が行う動物救護活動への連携、協力、支援要請 

カ 被災住民等への動物救護及び飼育支援に関する情報の提供 

(2) 家庭動物の所有者 

家庭動物の所有者は、飼養困難な事情等により直ちに引き取ることが困難な場合にあっても、

長期にわたり放置することのないよう、適切な対応に努めることとする。 
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第３部 災害復旧・復興 
 

被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重し、町及び県が主体的に取り組むとともに、国がそれ

を支援する等適切な役割分担の下、被災者の生活の再建及び経済の復興、再度災害の防止に配慮し

た施設の復旧等を図り、より安全性に配慮した地域づくりを目指すこと、また、災害により地域の

社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図る必要がある。 

 

第１節 復旧・復興の基本方向の決定 

 

１ 災害復興対策本部の設置 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、町は、

町長を本部長とする「災害復興対策本部」を設置し、各分野の災害復旧・復興活動の一元化を図

るものとする。 

 

２ 基本方向の決定 

町は、被災の状況、地域の特性、住民の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復旧を目指すか、又

は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて検

討し、復旧・復興の基本方向を決定する。 

 

３ 住民の参加 

被災地の復旧・復興は、町が主体となって住民の意向を尊重しつつ、国の支援を受けながら共

同して計画的に行う。この際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性

の参画を促進するものとする。併せて、障害者（児）、高齢者等の要配慮者の参画を促進するもの

とする。 

 

４ 国等に対する協力の要請 

町は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県、他の地方公共団体等に対し職員

の派遣、その他の協力を求める。特に、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合

においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度の活用も含めて検討するものとする。 
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第２節 原状復旧 

 

１ 被災施設の復旧等 

(1) 町、県その他の防災関係機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応

援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援する。 

(2) 町、県その他の防災関係機関は、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、

再度災害防止等の観点から、可能な限り改良復旧等を行う。 

(3) 町は、町が管理する道路の災害復旧事業に関する工事について、町の工事の実施体制等の地

域の実情を勘案して、実施に高度な技術または機械力を要する工事で、県又は国が町に代わっ

て行うことが適当であると考えられるときは、町に代わって工事を行うことができる権限代行

制度により、県又は国に対し支援の要請を行う。 

(4) ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり、可能な限り地区別の復旧予定時期

を明示する。 

 

２ 災害廃棄物処理 

(1) 適正かつ円滑・迅速な処理の実施 

町は、災害廃棄物処理計画等に基づき、必要に応じて、災害廃棄物の処分方法を確立すると

ともに、仮置場、最終処分場を確保し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害

廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を行う。加えて、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災

害廃棄物等の処理を進める場合には、国（環境省、防衛省）が作成した「災害廃棄物の撤去等

に係る連携対応マニュアル」等に基づき、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区

や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとする。また、

廃棄物処理施設については、災害廃棄物を処理しつつ、電力供給の拠点としても活用すること

とする。 

また、町は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物処理業者、建設業者等

と連携した解体体制を整備する。 

(2) リサイクルの励行 

町は、損壊建物の解体等に当たっては、コンクリート、金属、木質系可燃物、プラスチック

等の分別を徹底し、可能な限りリサイクルを図るよう努める。 

(3) 環境への配慮 

町は、損壊建物の解体、撤去等に当たっては、粉塵の発生防止に努めるとともに、アスベス

ト等有害物質の飛散等による環境汚染の未然防止や、住民及び作業者の健康管理に配慮する。 

なお、アスベストについては、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」（環

境省令和５年４月）及び「群馬県災害時アスベスト対策行動計画」（群馬県アスベスト対策関係

課所 令和３年３月）によるものとする。
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(4) 広域応援 

町は、災害廃棄物の処理に必要な人員、収集運搬車、処理施設等が不足する場合は、県(廃棄

物・リサイクル課)に応援を要請する。 

 

第３節 計画的復興の推進 

 

１ 復興計画の作成 

(1) 大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、町

は、自らが決定した復興の基本方向に基づき、具体的な復興計画を作成するものとする。 

(2) 復興計画においては、市街地の復興、産業の復興及び生活の復興に関する計画を定めるとと

もに、その事業手法、財源確保、推進体制に関する事項について定めるものとする。 

(3) 町は、復興計画の作成に当たっては、計画策定の過程において、女性の参画を進めるととも

に、復興計画に障害者（児）、高齢者等の要配慮者など多様な住民の意見を反映するよう努める。 

(4) 町は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本方針等に即

して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することによ

り、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速

な復興を図るものとする。 

 

２ 防災まちづくり 

(1) 防災まちづくりの実施 

ア 町は、必要に応じ、再度災害防止とより快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全

等にも配慮した防災まちづくりを実施するものとする。 

イ 防災まちづくりに当たっては、現在の住民のみならず将来の住民のためのものという理念

のもとに、計画作成段階で町のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないまちづくりを目指

すこととし、住民の理解を求めるよう努める。併せて、障害者（児）、高齢者、女性等の意見

が反映されるよう、環境整備に努めるものとする。 

(2) 被災市街地復興特別措置法等の活用 

町は、県と連携し、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別置法

等を活用するとともに、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施により、合理的かつ健

全な市街地の形成と都市機能の更新を図るものとする。 

(3) 町は、防災まちづくりに当たっては、河川等の治水安全度の向上、豪雨に対する安全性の確

保等を目標とする。また、ライフラインの共同収容施設としての共同溝の整備等については、

耐水性等に考慮しつつ、各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りつつ進め

るものとする。 

(4) 町は、既存の不適格建築物については、防災とアメニティの観点から、その重要性を住民に

説明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進によりその解消に努める。
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(5) 町は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物及び堆積土砂等の処理事業に当たり、あらかじめ

定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限り迅

速かつ円滑に実施するとともに、復興計画を考慮して、必要な場合には傾斜的、戦略的実施を

行うものとする。 

(6) 町は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュール、被災者サイドでの種々

の選択肢、施策情報の提供等を、住民に対し行うものとする。 

 

第４節 被災者等の生活再建の支援 

 

被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組

みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身

のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要がある。 

町は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケ

ースマネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支

援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。 

 

１ 被災者台帳の作成 

(1) 町は、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元

的に集約した被災者台帳を積極的に作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める

ものとする。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタル技

術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

(2) 町は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、見

守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易

に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。 

 

２ 罹災証明書の交付 

(1) 町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の被災者等支援措置を早期に実

施するため、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を早期に確立し、

遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付するものとする。 

(2) 町は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家

の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

(3) 町は、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別の目

的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調

査との違い等について、被災者に明確に説明するものとする。 
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３ 災害弔慰金の支給等 

町は、県と連携し災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付け、生活福祉資

金の貸付け、生活再建支援金の支給等により、被災者の自立的生活再建の支援を行うものとする。 

町は、各支援制度に係る被災者からの申請等を迅速かつ的確に処理するため、申請書等の確認

及び県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図るものとする。 

主な支援制度は、次のとおりである。 

(1) 災害弔慰金 

根拠法令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

支給機関 市町村 

対象となる災害 次のいずれか 

１ １つの市町村の区域内で住家が５世帯以上滅失した災害 

２ 県内で５以上の世帯の住居が滅失した市町村が３以上存在する場合、

県内全ての市町村の被害が対象 

３ 県内で災害救助法が適用された災害（県内全ての市町村の被害が対

象） 

４ 災害救助法を適用した都道府県が２以上ある場合、全ての市町村（当

該都道府県以外も含む。）の被害が対象 

支給対象者 災害により死亡した者の遺族 

支給額 死亡者が世帯の生計を主として維持していた場合…500万円 

                その他の場合…250万円 

費用負担割合 市町村１／４、県１／４、国１／２ 

(2) 災害障害見舞金 

根拠法令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

支給機関 市町村 

対象となる災害 （災害弔慰金と同じ。） 

支給対象者 災害により重度の障害を受けた者 

支給額 障害者が世帯の生計を主として維持していた場合…250万円 

                その他の場合…125万円 

費用負担割合 （災害弔慰金と同じ。） 
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(3) 災害援護資金 

根拠法令 災害弔慰金の支給等に関する法律 

支給機関 市町村 

対象となる災害 県内で災害救助法が適用された自然災害（所得制限） 

貸付対象者 災害により被害を受けた世帯の世帯主 

貸付額 被害の程度に応じて150万円～350万円 

貸付条件 貸付利率…年３％以内で市町村条例で定める率（据置期間３年） 

償還期間…10年以内 

貸付原資拠出割合 県１／３、国２／３ 

(4) 群馬県災害見舞金 

支給機関 県（危機管理課）ただし、市町村経由 

対象となる災害 次のいずれか 

１ 災害により住家が全壊した世帯 

２ 災害により住家が半壊した世帯 

３ 同一原因による災害で、一の市町村の区域内において１世帯以上の住

家が滅失した場合による以下の者 

イ 災害による死者または行方不明者の遺族 

ロ 災害による重傷者 

４ 同一原因による災害で、一の市町村の区域内において５世帯以上の住

家が滅失した場合による以下の世帯 

イ 災害により住家が床上浸水した世帯 

５ 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めるもの 

支給金額 死者及び行方不明者……１人30万円 

重傷者……………………１人５万円 

全壊……………………１世帯10万円 

半壊……………………１世帯５万円 

床上浸水………………１世帯２万円 

（注）知事が必要と認めた場合は増減が可能 

支給除外 １ 被災者生活再建支援法に基づく支援金の対象となる場合 

２ 災害弔慰金の支給等に関する法律第３条に規定する災害弔慰金又は

同法第８条に規定する災害障害見舞金が支給対象となる場合 

３ 群馬県・市町村被災者生活再建支援事業補助金交付要綱に基づく支援

金の対象となる場合 

４ 被災の原因が、対象者の故意又は重大な過失による場合 

  



風水害等(復旧・復興) 第４節 被災者等の生活再建の支援 

190 

(5) 被災者生活再建支援金 

①被災者生活再建支援法 

根拠法令 被災者生活再建支援法 

支給機関 県（危機管理課） ただし、被災者生活再建支援法人に委託 

対象となる災害 １ 災害救助法適用基準１又は２に概要した市町村 

２ 10世帯以上の住宅全壊が発生した 

３ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 

４ １又は２の市町村を含む都道府県で５世帯以上の全壊被害の市町村

（ただし、人口10万人未満に限る） 

５ １から３に適合する市町村に隣接する１つの市町村において、全壊５

世帯以上の市町村（ただし、人口10万人未満に限る） 

対象となる世帯 ① 住宅が全壊した世帯 

② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体

した世帯 

③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続

している世帯 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困

難な世帯（大規模半壊世帯） 

⑤ 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な

世帯（中規模半壊世帯） 

支援金の支給額 

 

※支給金額は、右の

１と２の支援金の

合計額となる 

１ 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住 宅 の 

被 害 程 度 

全壊 

（①の世帯） 

解体 

（②の世帯） 

長期避難 

（③の世帯） 

大規模半壊 

（④の世帯） 

支
給
額 

複数世帯 100万円 100万円 100万円 50万円 

単数世帯 75万円 75万円 75万円 37.5万円 

※中規模半壊世帯は基礎支援金は対象外。 

２ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補  修 
賃  貸 

（公営住宅以外） 

支
給
額 

複数世帯 
200万円 

（100万円） 

100万円 

（50万円） 

50万円 

（25万円） 

単数世帯 
150万円 

（75万円） 

75万円 

（37.5万円） 

37.5万円 

（18.75万円） 

※括弧内は、中規模半壊世帯へ支給する金額。 

費用負担等 ・国の指定を受けた被災者生活再建支援法人（公益財団法人都道府県会館）

が、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支

給。 

・基金が支出する支援金の１／２に相当する額を国が補助。 
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②群馬県・市町村被災者生活再建支援制度 

根拠法令 群馬県・市町村被災者生活再建支援事業補助金交付要綱 

支給機関 市町村 

対象となる災害 １世帯以上の住宅全壊被害等（上記①「被災者生活再建支援法」の「対象

となる世帯①～④」）が発生した災害 

対象となる世帯 ・上記「①被災者生活再建支援法」と同じ（中規模半壊世帯を除く）。ただ

し、上記「①被災者生活再建支援法」の支援対象となる世帯を除く。 

支給金額 上記「①被災者生活再建支援法」と同じ 

費用負担等 ・市町村から支援金を支給 

・市町村が支出する支援金の２／３に相当する額を県が補助。 

(6) 生活福祉資金（福祉資金－災害援護資金） 

貸付機関 群馬県社会福祉協議会 

対象となる世帯 次のいずれかに該当すること。 

１ 低所得世帯で、他からの資金を借り入れることのできない世帯 

２ 障害者世帯 

３ 高齢者世帯（65歳以上の高齢者が属する世帯に限る） 

貸付金額 150万円以内 

貸付条件 利率…年1.5％（連帯保証人を立てる場合は無利子）償還期間…据置期間

（貸付日から６付以内）経過後７年以内 
 

４ 税の徴収猶予及び減免等 

町は、被災者の納付すべき地方税について、法令等の規定により、納税の緩和措置として期限

の延長、徴収の猶予又は減免等の措置を講ずる。 
 

５ 住宅確保の支援 

町は、被災者の自力による住宅の再建又は取得を支援するため、災害復興住宅融資（建設資金、

購入資金、補修資金）、母子父子寡婦福祉資金（住宅資金）等の周知を図るものとする。 

 

６ 恒久的な住宅確保の支援 

町は、必要に応じ、被災者の恒久的な住宅確保支援策として、災害公営住宅等の建設、公営住

宅等への特定入居等を行うものとする。また、復興過程における被災者の居住の安全を図るため、

公営住宅等の空き家を活用するものとする。 

 

７ 安全な地域への移転の推奨 

町は、県と連携し、災害危険区域等における被災者等の住宅再建に当たっては、防災集団移転

促進事業等を活用しつつ、極力安全な地域への移転を推奨するものとする。
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８ 復興過程における仮設住宅の提供 

町は、県と連携し、復興過程の被災者については、仮設住宅等の提供により、その間の生活の

維持を支援するとともに、できる限り早い段階から被災者の特性やニーズを把握し、提供期間の

終期を待つことなく恒久住宅への円滑な移行に向けた取組を計画的に実施するものとする。 

 

９ 支援措置の広報等 

町は、県と連携し、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報すると

ともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置する。 

また、被災地域外へ疎開等を行っている個々の被災者に対しても、不利にならず、不安を与え

ないような広報・連絡体制を構築するものとする。 

 

１０ 災害復興基金の設立等 

町は、県と連携し、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等をき

め細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立

等、機動的、弾力的推進の手法について検討する。 

 

第５節 被災中小企業等の復興の支援 

 

１ 中小企業の被災状況の把握 

町は、あらかじめ邑楽町商工会等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小企業等の被害

状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めるものとする。 

 

２ 中小企業者に対する低利融資等の実施 

町は、県と連携し、中小企業者の災害復旧を支援するため、次の貸付け等を行い、又はこれら

の制度について周知するものとする。 

(1) 経営サポート資金（Cタイプ：災害復旧関連要件） 

(2) 中小企業高度化資金（災害復旧貸付） 

(3) 政府系金融機関による貸付条件の優遇 

(4) 既往貸付金の貸付条件の優遇 

ア 小規模企業者等設備導入資金 

激甚災害の場合、２年を超えない範囲内で償還期間を延長 

イ 中小企業高度化資金 

被害の状況に応じて、償還猶予等の必要な措置を講ずる 

(5) 県信用保証協会の災害関係保証の特例 

ア 激甚災害法第１２条の規定に基づく中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

通常限度額２億８千万円→別枠を含む限度額５億６千万円
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イ 中小企業信用保険法第２条第４項の経営安定関連保証(災害別枠保証) 

通常限度額２億８千万円→別枠を含む限度額５億６千万円 

 

３ 農林水産業者に対する助成・低利融資等の実施 

(1) 町は、県と連携し、農林水産業者の災害復旧を支援するため、群馬県農漁業災害対策特別措

置条例（昭和35年群馬県条例第19号）等による助成、貸付け及び利子補給を行い、又はこれら

の制度について周知するものとする。 

(2) 町においては、邑楽町農漁業災害対策特別措置条例（平成12年条例第49号）により、助成措

置を講ずる。 

 

４ 地場産業・商店街への配慮等 

町は、地場産業、商店街の復興に配慮するとともに、内外経済の潮流を踏まえ、成長産業のた

めの基盤整備等により、地域が自立的発展の道を進めるような経済復興対策を講ずるものとする。 

 

５ 支援措置の広報等 

町は、被災中小企業等に対する援助、助成措置について、広く被災者に広報するとともに、相

談窓口等を設置するものとする。 

 

第６節 公共施設の復旧 

 

１ 災害復旧事業計画の作成 

公共施設の管理者は、被災施設の復旧について速やかに災害復旧事業計画を作成する。 

なお、同計画には再度災害の発生を防止するための改良等を含めることにより、将来の災害に

備えるものとする。 

 

２ 早期復旧の確保 

(1) 迅速な査定の確保 

公共施設の管理者は、復旧事業が国等の査定を受ける必要がある場合は、国等と協議しなが

ら査定計画を立てるなどして、迅速に査定が受けられるよう努めるものとする。 

(2) 迅速な復旧事業の実施 

公共施設の管理者は、実施が決定した復旧事業が迅速に実施できるよう、請負業者の確保等

必要な措置を講ずるものとする。 

 

３ 財政援助の活用 

公共施設の管理者は、施設の復旧に当たっては、各種法律等に基づく財政援助を積極的に活用

するものとする。
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なお、公共施設の災害復旧費用に対する財政援助を定めている法律等は、次のとおりである。 

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

(3) 公営住宅法 

(4) 土地区画整理法 

(5) 感染症予防法 

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(7) 予防接種法 

(8) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

(9) 下水道法 

(10) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 

(11) 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針 

 

第７節 激甚災害法の適用 

 

大規模な災害が発生した場合に迅速かつ適切な応急復旧を実施するため、「激甚災害に対処する

ための特別の財政援助等に関する法律」（以下「激甚災害法」という。）の指定を早期に受けられる

よう措置し、災害の早期復旧に努める。 

 

１ 激甚災害指定手続 

激甚災害指定は、大規模な災害が発生した場合において、内閣総理大臣が知事の報告に基づき、

中央防災会議の意見を聞いて激甚災害として指定すべき災害かどうか判断するものであり、町は、

被害を受けた施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚災害法に定める必要な

事項を速やかに調査し、県に報告する。 

 

２ 激甚災害法に定める事業 

激甚災害法の適用対象事業は次のとおりである。なお、激甚の指定を受けた場合には速やかに

関係調書等を作成し、県の関係部局に報告を行う。 

（激甚災害に係る財政援助措置） 

(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（激甚災害法第３条） 

ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事

業 

イ 公共土木施設災害復旧事業のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認めら

れるため、これと合併施行する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第１条各号の

施設の新設又は改良に関する事業 

ウ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法の規定の適用を受ける公立学校の施設の災害復旧事業 
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エ 公営住宅法第８条第３項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関

する事業 

オ 生活保護法第40条又は第41条の規定により設置された保護施設の災害復旧事業 

カ 児童福祉法第35条第２項から第４項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧

事業 

キ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第12条若しくは

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律附則第４条第１項の規定により設置された幼保連携型認定こども園（国が設置したもの

を除く。）又は認定こども園法一部改正法附則第３条第２項に規定するみなし幼保連携型認

定こども園の災害復旧事業 

ク 老人福祉法第15条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害

復旧事業 

ケ 身体障害者福祉法第28条第１項又は第２項の規定により県又は市町村が設置した身体障害

者社会参加支援施設の災害復旧事業 

コ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第１項若しくは第２

項又は第83条第２項若しくは第３項の規定により県又は市町村が設置した障害者支援施設、

地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス（同法第５条第７項に規定する生

活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14

項に規定する就労継続支援に限る。）の事業の用に供する施設の災害復旧の事業 

サ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条第１項の規定により県が設置した女

性自立支援施設（市町村又は社会福祉法人が設置した女性自立支援施設で県から同項に規定

する自立支援の委託を受けているものを含む。）の災害復旧事業 

シ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する感染症指定医療機関

の災害復旧事業 

ス 激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の規定

による県、保健所を設置する市又は特別区の支弁に係る感染症予防事業 

セ 子ども・子育て支援法第27条第１項の規定により確認された私立の学校教育法第１条に規

定する幼稚園の災害復旧事業 

ソ 堆積土砂排除事業 

(ｱ) 激甚災害に伴い公共施設の区域内に堆積した激甚災害法施行令に定めた程度に達する

異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等（以下「堆積土砂」という。）の排除事業で地方公

共団体又はその機関が施行するもの。 

(ｲ) 激甚災害に伴い公共施設の区域外に堆積した堆積土砂で、市町村長が指定した場所に集

積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたも

のについて、市町村が行う排除事業 

タ 激甚災害の発生に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域について、浸水面積が引き
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続き１週間以上にわたり30ヘクタール以上に達するものの排除事業で地方公共団体が施行す

るもの。 

(2) 農林水産業に関する特別の助成 

ア 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置（激甚災害法第５条） 

農地、農業用施設又は林道の災害復旧事業について、通常適用される「農林水産業施設災

害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」に基づく国庫補助額を累進的に嵩上げする。 

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例（激甚災害法第６条） 

農業協同組合、森林組合等が所有する共同利用施設の災害復旧事業について、通常適用さ

れる「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」に基づく国庫補助

額を累進的に嵩上げする。 

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第７条） 

開拓者等の施設の災害復旧事業について､県が補助をする場合に､国が県に対し補助を行う。 

エ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例（激甚災害法第

８条） 

(ｱ) 天災融資法に定める経営資金について、貸付限度額を引き上げ、償還期間を延長する。 

(ｲ) 天災融資法に定める事業運営資金について、貸付限度額を引き上げる。 

オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助（激甚災害法第９条） 

森林組合等の行う堆積土砂の排除事業について、県が補助を行う場合に、国が県に対して

補助を行う。 

カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助（激甚災害法第10条） 

土地改良区等の行う湛水排除事業について、県が補助を行う場合に、国が県に対して補助

を行う。 

キ 森林災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第11条の２） 

(ｱ) 県が実施する森林災害復旧事業について、国が補助を行う。 

(ｲ) 県以外の者が行う森林災害復旧事業について、県が補助を行う場合に、国が県に対して

補助を行う。 

(3) 中小企業に関する特別の助成 

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（激甚災害法第12条） 

災害関係保証について、付保限度額の別枠設定、保険てん補率の引上げ及び保険料率の引

下げを行う。 

イ 小規模企業等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例（激甚災害法第13条） 

小規模企業等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等を２年以内において延長する

ことができる。 

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第14条） 

事業協同組合等の施設の災害復旧事業について、県が補助を行う場合に、国が県に対して

補助を行う。
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(4) その他の特別の財政援助及び助成 

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第16条） 

公立の公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール等の災害復旧事業について、国が当

該事業費の２／３を補助する。 

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助（激甚災害法第17条） 

私立学校の災害復旧事業について、国が当該事業費の１／２を補助する。 

ウ 市町村が実施する感染症予防事業に関する国の負担の特例（激甚災害法第19条） 

エ 母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例（激甚災害法第20条） 

特定地方公共団体である県が被災者に対する母子福祉金の貸付金の財源として国が県に貸

し付ける金額を引き上げる。 

オ 水防資材費の補助の特例（激甚災害法第21条） 

水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用について、国が当該費用の２／３を

補助する。 

カ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例（激甚災害法第22条） 

滅失した住宅に居住していた者に賃貸するために県又は市町村が公営住宅の建設等を行う

場合に、国が当該工事費の３／４を補助する。 

キ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（激甚災害法第24条） 

公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業のうち、１箇所

の事業費が一定未満の小規模なものについて、当該事業費に充てるため発行を許可された地

方債に係る元利償還に要する経費を基準財政需要額に算入する。 
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１ 復旧資金の確保 

町は、災害復旧資金の需要額を把握し、必要に応じ、次の措置を講じて復旧資金の確保に努め

るものとする。 

(1) 普通交付税の繰上交付の要請 

(2) 特別交付税の交付の要請 

(3) 一時借入れ 

(4) 起債の前借り 

 

２ 関東財務局の協力 

関東財務局（前橋財務事務所）は、復旧資金の確保について町から要請があったときは、次の

協力を行うものとする。 

(1) 災害つなぎ資金の融資（短期） 

(2) 災害復旧事業資金の融資（長期） 

(3) 国有財産の貸付け、譲与及び売払い



 

198 

  



 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 震災対策編 
  



 

200 

 



震災(予防) 第１章 地震に強いまちづくり 

201 

 

第１部 災害予防計画 
 

第１章 地震に強いまちづくり 

 

町は、災害対策基本法第８条第２項に基づき、町土の保全、建物の不燃堅ろう化、その他都市の

防災構造の改善、交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策の実施に努める。 

 

第１節 地震に強いまちづくりの推進 

 

１ 水害防止事業の推進 

地震による堤防や水門等の損壊に伴う水害の発生を防止するため、河川管理者、農業用用排水

施設管理者その他堤防・水門等の管理者は、それぞれが管理する施設について平常時から巡視・

点検を励行し、危険度の高い箇所から順次計画的に補強又は改修を進めるものとする。 

 

２ 地震に強いまちづくりの推進 

町は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定めるに当たっては、地域住民

の生命、身体及び財産を地震から守るための施策をその中に位置づけるよう努めるものとする。 

また、都市計画を定めるに当たっては、地震に強い都市構造の形成のため、必要に応じて、「防

火地域」又は「準防火地域」を定め、土地区画整理事業、市街地再開発事業等により、防災上重

要な市街地の整備を推進するとともに、災害時の避難、消防、救護活動等に寄与する道路、公園

等の公共施設の整備を図るなど防災に配慮したまちづくりを推進するよう努めるものとする。 

特に、災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等については、非構造部材を含む耐震対策等によ

り、災害発生時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努めるものとし、避難路、避難所、

延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、緑地帯などについては、計画的

に整備するよう努めるものとする。また、指定避難所等に老朽化の兆候が認められる場合には、

優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進めるものとする。 

さらに、災害時における電気・水道・ガス・通信サービス等のライフラインの安全性・信頼性

を確保するための共同溝の整備、緊急的な消火・生活用水を確保するための施設等の整備にも努

めるものとする。 

 

３ 防災再開発促進地区における市街地の再開発を促進 

町は、防災再開発促進地区における市街地の再開発を促進するため、防災街区整備地区計画そ

の他の都市計画の決定、市街地の再開発に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努

める。  
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４ 都市防災構造化推進事業の利用 

町は、地震に強いまちづくりを推進するに当たっては、以下の各事業を必要に応じて利用する

ものとする。 

(1) 災害危険度判定等調査事業 

(2) 住民等のまちづくり活動支援事業 

 

第２節 避難場所・指定避難所・避難路の整備 

 

地震災害に備え、避難場所・指定避難所・避難路の整備に努める。 

具体的な計画については、第２編第１部第１章第３節「避難場所・指定避難所・避難路の整備」

に準ずるものとする。 

 

第３節 建築物の安全性の確保 

 

町及び施設管理者は、不特定多数の者が利用する公共建築物及び防災上重要な施設（以下、この

節において「公共建築物等」という。）については、耐震性の確保に特に配慮するものとする。 

また、建築物の耐震性の確保を推進するため、建築基準法に定める構造基準の遵守の指導に努め

るものとする。 

 

１ 建築物の耐震性の確保 

町は、建築物の耐震性の確保を推進するため、建築基準法（昭和25年法律第201号）に定める構

造基準の遵守の指導に努める。 

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号） 

現行の建築基準法の適用を受けない既存建築物の所有者は、建築物の耐震改修の促進に関する

法律（以下、この節において「耐震改修促進法」という。）の規定により、耐震診断及び耐震改修

に努めることとされている。 

(2) 邑楽町耐震改修促進計画 

耐震改修促進法では、大規模地震に備えて多数の者が利用する建築物や住宅の耐震診断及び耐

震改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の策定を都道府県に義務付けている。 

群馬県が作成した群馬県耐震改修促進計画では、多数の者が利用する建築物及び住宅（耐震シ

ェルター等により減災化した住宅を含む。）の耐震化の数値目標を令和７年度までに95％として

いる。 

町は、これをもとに令和６年４月に「邑楽町耐震改修促進計画」を改正しており、同計画に基

づき、町、住民、事業者が危機意識を共有しつつ、それぞれの役割を自覚して、建築物の耐震化

を推進していくものとする。 

(3) 耐震改修に係る支援制度 
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群馬県耐震改修促進計画の目標達成に向けて、県と町が協働し、一定の条件の下で活用可能な

耐震化の支援制度を設けているため、その周知を図ることとする。 

 

２ 公共建築物等の安全性の確保 

町及び施設管理者は、公共建築物等については、耐震性の確保に特に配慮するものとする。 

なお、町は、所有する公共建築物の耐震診断の実施状況や実施結果をもとにした、耐震性に係

わるリストの作成及び公表に努めるものとする。 

 

３ 建築物の非構造部材の脱落防止対策等の推進 

町は、建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下物、エレベーターにおける

閉じ込め防止対策の重要性について啓発を行い、実態調査の結果、落下等のおそれのある建築物

について、その所有者又は管理者に対し改修を指導する。 

 

４ ブロック塀等の倒壊防止対策 

町は、住民に対しブロック塀又は石垣の安全点検及び耐震性の確保について啓発を行い、実態

調査の結果、危険なブロック塀等の所有者又は管理者に対し、作り替えや生け垣化等を奨励する。 

 

５ 文化財の保護 

町は、文化財保護のための施設・設備の整備等の耐震対策に努めるものとする。 

 

６ 空家等の把握 

町は、平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるものとする。 

 

第４節 ライフライン施設の機能の確保 

 

ライフライン事業者は、大規模地震に備えた設備の防災化、防災体制の整備等を図るものとする。 

具体的な計画については、第２編第１部第１章第５節「ライフライン施設の機能の確保」に準ず

るものとする。 

 

第５節 液状化対策 

 

１ 公共施設等における液状化被害の防止 

公共施設の管理者及び病院、学校、スーパー及びホテル等多数の者が利用する施設の管理者は、

施設の設置に当たっては、地震による地盤の液状化被害を防止するため、地盤改良、施設の構造

強化等の対策を必要に応じ適切に実施する。特に、大規模開発に当たっては、液状化被害の防止

に特段の配慮を行うものとする。  
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２ 液状化対策の知識の普及 

町は、個人住宅等の小規模建築物についても、一般住民に対し液状化対策の知識の普及を図る

ものとする。 

 

第６節 危険物施設等の安全確保 

 

第４編第４節「危険物等災害対策」に準ずるものとする。
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第２章 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

 

災害時の備えとして、町その他防災関係機関は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状

況を予め想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を

作成するよう努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直し

を行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。そ

の上で、地震が発生し、大規模な被害が発生した場合は、町は、迅速かつ円滑に災害応急対策を実

施し、被害を最小限に抑えるための活動を行う。 

また、町は、平常時から被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実情に応じ、災

害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に

対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努めるも

のとする。 

災害応急対策の内容は、最初に被害規模等を把握するための情報収集を迅速に行い、次いでその

情報に基づいて所要の体制を整備するとともに、人命の救助・救急・医療・消火活動を進め、さら

には避難対策、必要な生活支援（食料、水等の供給）の実施である。 

特に、避難については、「命を守る避難」、「短期の避難生活」、「長期の避難生活」の３つの段階に

分けて検討することが重要である。命を守る避難として分散避難の推進、短期の避難生活として寝

床（ベッド）、食事、トイレ等をはじめとした避難所生活の質の向上、長期の避難生活として応急仮

設住宅等への早期移行など、各段階において、住民、行政、民間事業者、地域コミュニティ、ＮＰ

Ｏ等様々な分野が連携して取り組むものとする。 

また、町は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ、高齢者

等の避難行動要支援者等の避難支援対策を充実・強化する必要がある。このため、避難指示のほか、

避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつ

つ、早めの段階で避難行動を開始することを求めるとともに、高齢者等以外の者に対して、必要に

応じて、普段の行動を見合わせ始めることや、自主的な避難を呼びかける高齢者等避難を伝達する

必要がある。 

町は、躊躇なく避難情報を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込

むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努めるも

のとする。 

さらに、効果的・効率的な防災対策を行うためには、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティン

グ技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化を促進する必要がある。デジタル化に当た

っては、災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・

共有の体制整備を図る必要がある。 

当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、ライフラインの応急復旧、被災

者への情報提供、二次災害の防止という段階を踏んで災害応急対策が進められていくものである。 
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地震は突発的に発生するため、以上のような災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するためにあら

かじめ整備しておくべき事項について、各種計画を推進するものとする。 

 

第１節 緊急地震速報と地震情報 

 

１ 緊急地震速報 

(1) 緊急地震速報の発表等 

緊急地震速報（警報）は、震度５弱以上を予想した場合または、長周期地震動階級３以上を

予想した場合に、震度４以上が予想される地域または、長周期地震動階級３以上を予想した地

域（緊急地震速報で用いる区域）に対し、気象庁が発表する。緊急地震速報（警報）のうち、

震度６弱以上が予想される場合または長周期地震動階級４が予想される場合は特別警報（地震

動特別警報）に位置づけられる。 

 

緊急地震速報で用いる区域の名称 

県名 区域の名称 郡市町村名 

群馬県 群馬県北部 沼田市、吾妻郡［中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、 

東吾妻町］、利根郡［片品村、川場村、昭和村、みなかみ町］ 

群馬県南部 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、藤岡

市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡［榛東村、吉岡町］、多野

郡［上野村、神流町］、甘楽郡［下仁田町、南牧村、甘楽町］、佐波郡

［玉村町］、邑楽郡［板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町］ 

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析することに

より、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。この

ため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震源に近い場所では強い揺れの到達に原理的に間に

合わない場合がある。 
 

(2) 緊急地震速報の伝達 

緊急地震速報は気象庁から日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達される。また、テレビ、ラジオ、

携帯電話（緊急速報メール機能）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）経由による市町村

の防災無線等を通して住民に伝達される。 

 

２ 地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地

域名（全国を188地域に区分、群馬県は群馬県北部

と群馬県南部の２区分）と地震の揺れの検知時刻

を速報。 
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震源に関する 

情報 

・震度３以上 

（大津波警報、津波警報また

は津波注意報を発表した場

合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）を発表。 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動が

あるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加。 

震源・震度情報 以下のいずれかを満たした

場合 

・震度１以上 

・大津波警報、津波警報また

は津波注意報発表時 

・若干の海面変動が予想され

た時 

・緊急地震速報（警報）発表

時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）、震度１以上を観測した地点と観測した震度

を発表。それに加えて、震度３以上を観測した地

域名と市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村・地点名

を発表。 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、250m四方ご

とに推計した震度（震度４以上）を図情報として

発表。 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震につい

て以下のいずれかを満たし

た場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害が発

生する可能性がある地域で

規模の大きな地震を観測し

た場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を概ね30分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して発

表。 

長周期地震動に

関する観測情報 

・震度１以上を観測した地震

のうち、長期地震動階級１以

上を観測した場合 

高層ビル内での被害の発生可能性等について、地

震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等

を10分程度で発表 

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発し

た場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多

発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報

等を発表 

 

３ 地震活動に関する解説情報等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台等

が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページなどでも発表している資料。 

(1) 地震解説資料 

担当区域内の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時や担当区域内で

震度４以上の揺れを観測した時などに防災等に係る活動の利用に資するよう緊急地震速報、大

津波警報・津波警報・津波注意報並びに地震及び津波に関する情報や関連資料を編集した資料。 

(2) 管内地震活動図及び週間地震概況 

地震及び津波に係る災害予想図の作成その他防災に係る関係者の活動を支援するために管
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区・地方気象台等で月ごとまたは週ごとに作成する地震活動状況等に関する資料。気象庁本庁、

管区気象台及び沖縄気象台は週ごとの資料を作成し（週間地震概況）、毎週金曜日午後（金曜日

が休日の場合は、それ以降の最初の平日）に発表している。 

 

４ 南海トラフ地震関係 

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピ

ン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を「南海トラフ」

といい、昭和東南海地震及び昭和南海地震が起きてから70年以上が経過しており、南海トラフに

おける次の大規模地震の切迫性が高まってきている。 

気象庁では、南海トラフ全域を対象として、異常な現象を観測した場合や地震発生の可能性が

相対的に高まっていると評価した場合等に、「南海トラフ地震臨時情報」及び「南海トラフ地震関

連解説情報」の発表を行う。 

 

情報の種類と発表条件 

情報名 キーワード 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情

報 

 

※防災対応がとりやす

いよう 

キーワードを付して情

報発表 

（調査中） 

観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な

地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または

調査を継続している場合 

（巨大地震警戒） 

巨大地震の発生に警戒が必要な場合 

※南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界に

おいてM8.0以上の地震が発生したと評価した場合 

（巨大地震注意） 

巨大地震の発生に注意が必要な場合 

※南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界に

おいてM7.0以上M8.0未満の地震や通常と異なるゆっ

くりすべりが発生したと評価した場合等 

（調査終了） 
（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当て

はまらない現象と評価した場合 

南海トラフ地震関連解

説情報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表

する場合 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査

結果を発表する場合（ただし臨時情報を発表する場合を除く） 
 

<関係資料> 資料編３－４ 気象庁震度階級関連解説表（抜粋） 

 

第２節 情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

情報収集及びその伝達は、その後の災害応急対策の規模や内容を左右するものであるから、迅速

性と正確性を確保するべく、関係組織内及び関係組織相互間の連絡体制の整備に努める必要がある。 

さらに、地震災害時における情報の収集・連絡については、通信の確保が不可欠となる。 
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このため、町は、通信施設の整備及び保守管理について、大規模地震災害を考慮した対策を講じ

ておくものとする。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第１節「情報の収集・連絡及び通信の確保」に準

ずるものとするが、通信施設の耐震化には特に留意して対策を推進する。 

 

第３節 職員の応急活動体制の整備 

 

地震災害が発生した場合に、災害応急対策を円滑に推進するためには、災害応急対策に従事する

職員の参集基準、連絡手段及び参集方法をあらかじめ定めておくとともに、応急活動の内容を職員

に周知徹底させておく。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第２節「職員の応急活動体制の整備」に準ずるも

のとする。 

 

第４節 防災関係機関との連携体制の整備 

 

防災関係機関は、大規模地震発生時における相互の応援が重要であることにかんがみ、災害応急

活動及び復旧活動について、関係機関相互で応援協定を締結する等平常時から連携を強化しておく

必要がある。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第５節「防災関係機関との連携体制の整備」に準

ずるものとする。 

 

第５節 防災中枢機能の確保 

 

大規模地震発生時には、防災中枢機能を果たす施設、設備の機能の確保が重要となるため、地震

災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備、推進に努める。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第６節「防災中枢機能の確保」に準ずるものとす

る。 

 

第６節 救助・救急及び医療活動体制の整備 

 

地震被害想定においては、本町においても多くの負傷者の発生が予想されているため、町は医療

機関、消防機関等と連携し、救助・救急及び医療活動体制の整備を図る。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第７節「救助・救急及び医療活動体制の整備」に

準ずるものとする。  
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第７節 消火活動体制の整備 

 

地震発生時には、火源や着火物の転倒、落下、接触等により広域に同時に火災が発生し、特に市

街地においては大火災に発展するおそれがある。 

町は、消防機関と連携して、地震発生時の出火、延焼拡大防止のため初期消火等の指導の徹底、

消防力の整備強化及び消防水利の整備を図るものとする。 

 

１ 出火の防止 

(1) 建築同意制度の活用 

町は消防法の規定に基づく建築同意制度を効果的に運用し、建築面からの火災予防の徹底を

図る。 

(2) 一般家庭に対する指導 

ア 地震時における火災防止思想の普及に努める。 

イ 自主防災組織等の防火組織の指導者等に対し、消火に必要な技術を教育する。 

(3) 防火管理者等の教育 

消防機関は、防火管理者の講習において、地震時の防火対策について教育する。 

(4) 予防査察等による指導 

消防機関は、防火対象物の状況を把握し、地震時の防火安全対策について、関係者に対し予

防査察時に指導する。 

 

２ 住民及び企業の消火活動体制の整備 

地震発生後の火災は、同時多発的に発生することが考えられるので、初期消火が特に重要とな

る。 

また、初期消火は、住民や企業が地域ぐるみで取り組むことがもっとも効果が大きい。 

このため、町及び消防機関は、次の対策を講ずるものとする。 

(1) 地域ぐるみの消防訓練を実施し、地域住民に対して初期消火に関する知識及び技術の普及を

図る。 

(2) 事業所等に対しては、防火管理者を対象に防火研修を行うとともに消防法に基づく、消防計

画の作成指導及び消防訓練を指導し自衛消防の強化を図る。 

 

３ 消火活動計画の作成及び消火訓練の実施 

大規模地震による火災は、同時多発的に発生し、道路の損壊も加わり、迅速な消防活動が困難

となる場合が多い。 

このため、消防機関は、消防水利の確保及び迅速な消火活動の具体的な方法について計画を作

成し、当該計画に基づき平常時から消火訓練を行うものとする。 

また、当該計画には、救急活動、救助活動及び消火活動の振り分け又は優先順位を盛り込むこ
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ととし、必要に応じ広域応援又は県（危機管理課）を通じて県警察、自衛隊の応援を要請するこ

とを予定しておくものとする。 

 

４ 消防力の整備 

町は、次により消防力の強化に努めるものとし、県はこれに対して必要な指導、援助を行うも

のとする。 

(1) 消防組織の拡充、強化 

町は、「消防力の整備指針」に適合するよう消防組織の拡充及び強化に努める。 

(2) 消防施設等の整備、強化 

町は、地震の発生時に予想される火災から人命及び財産を守るため、「消防力の整備指針」及

び「消防水利の基準」に適合するよう消防施設等の整備について、年次計画を立てその強化を

図る。 

特に、消防水利については、地震時における消火栓等の使用不能に備えて、消火栓、防火水

槽、耐震性貯水槽、河川、湖沼の自然水利、水泳プール、ため池等を指定消防水利として活用

し、その多様化を図るとともに、適正な配置に努めるものとする。 

 

第８節 緊急輸送活動体制の整備 

 

大規模地震による災害時には、救急搬送、消火活動、救援物資輸送等を円滑に実施するため、輸

送施設及び輸送拠点が重要な施設となるため、これらの施設が円滑に使用できるような体制を整備

しておく必要がある。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第８節「緊急輸送活動体制の整備」に準ずるもの

とする。 

 

第９節 避難の受入体制の整備 

 

震災時には、建物の損壊、焼損等による二次災害の発生及び避難住民の大量発生が予想される。 

このため、町は、住民を適切に誘導し避難させるとともに、避難住民に対し、避難所等を迅速に

提供できる体制を整備しておく必要がある。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第３節「避難の受入体制の整備」に準ずるものと

する。なお、避難所の耐震化には特に留意する。 

 

第１０節 食料･飲料水及び生活必需品等の調達･供給体制の整備 

 

地震災害が発生した場合の住民の生活や安全を確保するため、備蓄の推進等により、食料、生活

物資及び医薬品等の緊急物資の調達・確保に努める。また、指定避難所、応急仮設住宅を迅速に提
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供できる体制の整備及び防災資機材等の整備を推進する。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第 10節「食料･飲料水及び生活必需品等の調達･供

給体制の整備」に準ずるものとする。 

 

第１１節 広報・広聴体制の整備 

 

大規模地震発生時には、様々な情報が錯乱するおそれがあるため、災害関連情報の広報が迅速か

つ的確に行えるよう、広報・広聴体制の整備を図る必要がある。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第 11節「広報・広聴体制の整備」に準ずるものと

する。 

 

第１２節 二次災害の予防 

 

地震又は降雨等による水害や地震による建築物・構造物の倒壊等を防止するため、町は、関係機

関と連携して二次災害の予防に努める。 

 

１ 被災建築物・宅地の応急危険度判定技術者の活用 

(1) 地震等に伴う建物の倒壊による二次災害を防止するとともに、恒久的復旧までの間建物の使

用に対する住民の不安を取り除くため、町は県と連携し、被災建築物の危険度を応急的に判断

する被災建築物応急危険度判定士の活用を図る。 

(2) 宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生状況を迅速かつ正確に把握し、危険

度判定を実施することによって、二次災害を軽減、防止し、住民の安全の確保を図るため、町

は県と連携し、被災宅地危険度判定士の活用を図る。 

(3) 町は、地震後の降雨等による洪水等の二次災害を防止するため、災害危険箇所の危険度を応

急的に判定する体制を整備するものとする。また、町は、これらの危険度判定のための資機材

の備蓄を行うものとする。 

 

２ 危険物等による被害の防止 

消防法に定める危険物、火薬、高圧ガスその他の火災や爆発を引き起こすおそれのある物質若

しくは毒物・劇物、放射性物質その他の有害物質を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設等の管理

者は、地震によって、これらの危険物等による二次災害が発生しないよう、災害予防計画を策定

するとともに防災訓練を行うものとし、町は、消防機関と連携して促進を図る。 
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第１３節 複合災害対策 

 

１ 複合災害への備え 

町は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することに

より、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、備えを充実す

るものとする。 

 

２ 複合災害時の災害予防体制の整備 

町は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先

発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があること

に留意する。また、外部からの支援を早期に要請することも考慮するものとする。 

 

３ 複合災害を想定した訓練の実施 

町は、様々な複合災害を想定した図上訓練等を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見

直しに努めるものとする。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員

の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努めるものとする。 

 

第１４節 防災訓練計画 

 

自主防災組織、事業所、防災関係機関が個別に、また、それぞれ連携のもとに防災訓練を継続的

に実施し、地震発生時の対応能力の向上を図るとともに、各自の役割に応じた活動が円滑かつ組織

的に行えるよう、町は、総合防災訓練の実施に努める。 

具体的な計画については、第２編第１部第２章第 13節「防災訓練計画」に準ずるものとする。 
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第３章 住民等の防災活動の促進 

 

災害から住民の生命、身体及び財産を守ることは、町に課せられた使命といえるが、同時に自ら

の安全は自らが守ることも防災の基本である。住民は、その自覚を持ち、食料・飲料水の備蓄など、

平常時から災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの安全を守るように行動するこ

とが重要である。 

また、過去の災害の教訓を踏まえ、全ての住民が災害から自らの命を守るためには、住民一人一

人が確実に避難できるようになることが必要である。このため、地域の関係者の連携の下、居住地、

職場、学校等において、地域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイア

ス）等の必要な知識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施する必要がある。 

特に地震災害は突発的に発生するが、行政が本格的に対応を行うまでの間にある程度の時間が必

要であること、通信、交通等の混乱により、被災地における活動が一時的に不可能となることも予

想される。 

このため、住民には、地震発生時に、初期消火を行う、近隣の負傷者・避難行動要支援者を救出・

救助する、県や町が行う防災活動に協力するなど防災に寄与することが求められる。 

したがって、町は、時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定め、住民に対する防災思想の

普及、徹底に努める。 

 

第１節 防災思想の普及 

 

町は、地震発生時に町全体が協力して円滑かつ効果的な災害対策活動が行われるよう、住民、防

災上重要な施設の管理者の適切な防災意識の高揚に努める。 

具体的な計画については、第２編第１部第３章第１節「防災思想の普及」に準ずるものとする。

ただし、普及内容等については、以下のとおりである。 

 

１ 家庭内の危険防止 

(1) 家具類の転倒防止 

家具や大型家庭電気製品等の転倒による死傷を防ぐため、家具等の転倒防止措置を施す。 

(2) 物の落下防止 

家具類の上に重い物を置かない。置く場合は、落下防止措置を施す。 

(3) ガラスの飛散防止 

食器棚等のガラスが割れて飛散しないよう、粘着テープや透明フィルムを貼っておく。また、

スリッパを身近に用意しておく。 

(4) 火気器具周辺の整理整頓 

コンロやストーブ等の火気を使用する物の周りには、燃え易い物を置かない。ガスボンベ等
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は屋外の平らな場所に設置し、固定する。灯油等の燃料は缶に密閉して保存する。 

(5) 家屋、ブロック塀等の倒壊防止 

家屋（柱、土台、屋根瓦）、ブロック塀、石垣及び門柱等の倒壊による死傷を防ぐため、これ

らの補強措置を施す。 

 

２ 家庭防災会議の開催 

災害への対応について、日ごろから家族で話し合いをしておく。 

(1) 地震が起きたときの各自の役割（誰が何を持ち出すか、避難行動要支援者の避難は誰が責任

を持つか。） 

(2) 消火器具の備え付け及び使用方法 

(3) 家族間の連絡方法 

(4) 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館、指定避難所等避難先及び避難路の

確認 

(5) 安全な避難路の確認 

(6) 非常持出し品のチェック 

(7) 自動車へのこまめな満タン給油 

(8) 家具転倒防止措置や室内の整理整頓 

(9) 高齢者、障害者（児）、乳幼児、妊産婦等要配慮者の避難方法 

(10) 地震情報の入手方法 

(11) 家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 

(12) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

 

３ 非常持出し品の準備 

(1) 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水・熱源の家庭内備蓄（乾パン、缶詰、飲料水

等の保存食料・飲料） 

(2) 貴重品（現金、権利証書、預貯金通帳、免許証、印鑑、健康保険証等） 

(3) 持病薬、お薬手帳、応急医薬品等（消毒薬、目薬、胃腸薬、救急絆創膏、常用薬、三角巾、

携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペーパー等） 

(4) 携帯ラジオ 

(5) 照明器具（懐中電灯（電池は多めに）、ろうそく（マッチ、ライター）） 

(6) 衣類（下着、上着、タオル等） 

(7) 感染症対策用品（マスク、消毒液、体温計等） 

 

４ 屋内、屋外及び自動車運転中にとるべき措置 

(1) 身の安全の確保 

ア 机や椅子に身を隠す。 
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イ 玄関等の戸を開けて脱出口を確保する。 

ウ あわてて外に飛び出さない。 

(2) 火災を防ぐ 

ア 火の始末をする。 

イ 火が出たら初期消火に努める。 

(3) 狭い路地、塀ぎわ、川べりに近づかない。 

(4) 避難方法 

ア 徒歩で避難する。（家屋やブロック塀等、倒壊の危険を避けるため、道路の中央を歩く） 

イ 携行品は必要な物のみにして、背負うようにする。 

(5) 応急救護 

対応可能なケガは、互いに協力し合って応急救護を行う。 

(6) 救出活動 

建物の倒壊や落下物の下敷きになった人がいたら、地域の人々が協力し合って救出活動を行

う。 

(7) 自動車運転者のとるべき行動 

ア 道路の左側又は空き地に停車し、エンジンを止める。 

イ ラジオで災害情報を聞く。 

ウ 警察官が交通規制を行っているときは、その指示に従う。 

エ 避難するときは、キーをつけたまま徒歩で避難する。 

 

５ 緊急地震速報の普及、啓発 

町は、県と連携し、住民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含め、緊急地震速報

について普及、啓発に努めるものとする。 

また、前橋地方気象台は、県や町、その他防災関係機関と連携し、緊急地震速報の特性（地震

の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報であること。震源付近では

強い揺れの到達に間に合わないこと。）や、住民や施設管理者等が緊急地震速報を受信したときの

適切な対応行動など、緊急地震速報についての普及・啓発に努める。 

 

６ 被災地支援に関する知識の普及 

町は、小口・混載の支援物資を送ることは、被災地方公共団体の負担になることなど、被災地

支援に関する知識を整理するとともに、その知識の普及及び内容の周知等に努めるものとする。 

 

第２節 住民の防災活動の環境整備 

 

地震災害時においては、県及び町をはじめ防災関係機関が総力をあげて対策を講じなければなら

ないが、これに加えて地域住民の一人ひとりが災害についての十分な防災意識を持ち、防災知識・
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技能を身に付け、これを家庭、地域、職域等で実践しなければならない。 

さらに地域住民の連帯意識に基づく自主防災組織及び事業所等における自衛防災組織の整備育成

に努めることが重要である。 

具体的な計画については、第２編第１部第３章第２節「住民の防災活動の環境整備」に準ずるも

のとする。 
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第４章 要配慮者対策 

 

町は、県と連携し、災害時において配慮が必要な要配慮者に対して、情報伝達・避難誘導等の迅

速な対応が可能な体制の整備や公共施設のバリアフリー化等の対策を実施し、震災時の全面的な安

全確保を図る。 

具体的な計画については、第２編第１部第４章「要配慮者対策」に準ずるものとする。 

なお、要配慮者利用施設の耐震性の強化には特に留意する 
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第５章 その他の災害予防 

 

第１節 帰宅困難者対策 

 

通勤や通学、買物及び観光などの出先で地震に遭遇し、交通機関や道路網が被災した場合に、自

宅に帰ることができない人を「帰宅困難者」と呼んでいる。本町の属する東毛地域は、埼玉県、栃

木県に隣接し、有機的に道路網が巡らされているため、通勤、通学、買物等の往来が盛んである。

そのため、本町の住民が他県で被災する場合や、他県の住民が本町内で被災する場合が想定される。 

町は、帰宅困難者に対しての情報提供、保護支援などを、関係機関と平素より検討しておく必要

がある。 

 

１ 帰宅困難者の予測 

群馬県地震被害想定調査（平成24年６月）では、帰宅困難者を「群馬県民が県内の他市町村へ

通勤・通学等で外出し、滞在先で地震が発生したために自宅に戻れずに外出先に滞留する人」と

定義し、交通手段は問わず、鉄道の機能障害により帰宅することができない人の数を予測した。 

その結果は、以下のとおりであり、町内でも多くの帰宅困難者が発生する可能性があることが

明らかとなった。 

 

【帰宅困難者数の予測結果一覧表】       （群馬県地震被害想定調査（平成24年6月）から抜粋） 

単位：人 

通勤者・通学者 
関東平野北西縁 

断層帯主部 
太田断層 片品川左岸断層 

町内から 町外から 合計 
帰宅 

困難者 

徒歩 

帰宅者 

帰宅 

困難者 

徒歩 

帰宅者 

帰宅 

困難者 

徒歩 

帰宅者 

8,019 7,011 15,030 2,813.7 12,216.3 2,813.7 12,216.3 0.0 15,030.0 

 

２ 町の帰宅困難者に対する取組み 

(1) 普及啓発 

町は、企業等における一斉帰宅抑制が実効性あるものとなるように安否確認方法等の周知や備

蓄の促進等必要な対策を実施するとともに、各企業等に一斉帰宅抑制に係る普及啓発を行う。 

(2) 一時滞在施設の提供 

町は、帰宅困難者の指定避難所への受入や新たな避難施設の設置など、一時滞在施設の提供

に努める。特に観光地では、季節に応じて多数の帰宅困難者が発生する見込みであることから、

事前に観光客用の避難施設を指定しておく必要がある。 

(3) 備蓄物資の確保 

町は、帰宅できず駅等に滞留する通勤者や観光客等帰宅困難者のために、日頃から飲料水、
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食料、毛布等の備蓄に努めるものとする。 

(4) 情報提供の体制づくり 

町は、一時滞在施設等に関する情報、鉄道、バスの運行、道路の復旧情報などに関する情報

を防災拠点における張り紙や、ラジオ等の放送機関からの放送により、迅速に提供できる体制

を整備する。 

(5) 徒歩帰宅者の支援対策 

町は、大量の徒歩帰宅者が安全・円滑に帰宅できるよう、幹線道路沿いに公共施設を活用し

た帰宅支援施設を配置し、水・食料・トイレ・休息の場・情報等の提供が行えるよう努める。

また、コンビニエンスストアやガソリンスタンド等の民間事業者にも協力を求める。 

 

３ 事業所等の取組 

(1) 従業員の待機 

事業所等は、交通機関が運行停止となり、運行の見通しが立たない場合には、事業所建物や

事業所付近の被災状況を確認の上、従業員等の安全を確保するため、必要に応じて、従業員等

を一定期間留めるよう努めるものとする。 

(2) 備蓄の確保 

事業所等は、従業員が事業所内に待機できるよう、必要な飲料水、食料、毛布等の備蓄に努

めるものとする。 

(3) 事業所等における環境整備 

事業所等は、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことが可能となるよう、事業所建物

の耐震化、家具類の転倒防止等、従業員が安全に待機できる環境整備に努めるものとする。 

(4) 事業継続計画（ＢＣＰ）等への位置づけ 

事業所等は、事業継続計画（ＢＣＰ）等において、従業員等の待機及び帰宅の方針等を予め

定めておき、従業員への周知に努めるものとする。 

(5) 安否確認方法の周知 

事業所等は、地震等発生時には、電話が輻輳することを踏まえ、事業所と従業員間の安否確

認方法をあらかじめ定めるとともに、従業員とその家族間においても災害時伝言掲示板や災害

用伝言ダイヤル等の複数の安否確認手段をあらかじめ確認し、当該手段活用の周知に努めるも

のとする。 

 

４ 大規模集客施設等の取組み 

大規模な集客施設や駅など不特定多数の者が利用する施設においては、多くの帰宅困難者等の

発生が予想されることから、事業者等は、市町村や関係機関等と連携し、利用者を保護するため、

適切な待機や誘導体制の整備に努めるものとする。  
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５ 各学校の取組み 

各学校は、児童・生徒等が学校内に一定期間待機できるよう、必要な環境整備に努めるものと

する。 

 

第２節 災害廃棄物対策 

 

大規模地震により、大量の災害廃棄物が発生するおそれがあるため、平時からその処理体制を構

築しておく必要がある。 

具体的な計画については、第２編第１部第５章第１節「災害廃棄物対策」に準ずるものとする。 

 

第３節 罹災証明書の発行体制の整備 

 

災害後には、税金の減免や融資の申請等に必要な罹災証明書の交付を遅滞なく実施する必要があ

るため、平時からその発行体制を整備する必要がある。 

具体的な計画については、第２編第１部第５章第２節「罹災証明書の発行体制の整備」に準ずる

ものとする。 
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第２部 災害応急対策 
 

災害応急対策の実施に当たっては、住民に最も身近な行政主体として、第１次的には町が当た

り、県は、町を支援するとともに広域にわたり総合的な処理を必要とする対策に当たる。 

また、県及び町の対応能力を超えるような大規模災害の場合には、国が積極的に災害応急対策を

支援することとなっている。 

地震発生後、防災関係機関は最初に被害規模等の情報を収集し、関係機関に連絡し、次いでその

情報に基づき所要の体制を整備するとともに、人命の救助・救急・医療・消火活動を進める。さら

に、避難対策、必要な生活支援（食料、水等の供給）を行う。 

当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の維持、ライフライン等の復旧、被災者

への情報提供、二次災害（風水害、建築物倒壊など）の防止を行う。 

なお、本計画では標準的な対策を記述しているので、実際の活動に当たっては、当該災害の態

様、規模等に応じ、本計画の内容を選択又は補足する必要がある。 

 

 

第１章 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保 

 

地震が発生した場合、地震情報（震度、震源、規模、地震活動の状況等）、被害情報及び関係機関

が実施する応急対策の活動情報は、効果的に応急対策を実施する上で不可欠である。 

このため、地震の規模や被害の程度に応じ関係機関は情報の収集・連絡を迅速に行うこととする

が、この場合、概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、被害規

模の早期把握を行う必要がある。 
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第１節 地震情報の収集・連絡 

 

１ 地震情報の受理 

県及び前橋地方気象台が発表する地震情報等は、次のとおりである。 

(1) 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の把握とその伝達 

県（危機管理課）は、「震度情報ネットワークシステム」により、県内35市町村すべてに設置

してある震度計から各地の震度情報を受け、これを速やかに全市町村及び関係機関に伝達する。 

震度３以上の地震が発生した場合は、町はこれを自動受信できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 防災情報提供システム等による地震情報の伝達 

前橋地方気象台は、取りまとめた地震情報（規模、震源、震度等）を気象庁のオンライン及

び「防災情報提供システム（インターネット）」により県（危機管理課）その他の機関に伝達す

るものとし、当該情報を受信した各機関は、次により関係機関等に伝達するものとする。 

  

ＮＴＴ専用回線 防災情報通信ネットワーク 

県危機管理課 震度計 

（全市町村） 

前橋地方気象台 

消防庁（震度４以上） 

防災情報通信ネットワーク 

全市町村（震度３以上） 

全消防本部（震度３以上） 
※本システムは自動送受信 

〈震度情報ネットワークシステム〉 
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２ 地震情報等の伝達 

(1) 伝達方法 

町は、県及び防災関係機関から地震に関する情報等を受理した場合は、速やかにその内容に

応じた適切な措置を講ずるとともに、住民、学校、団体等に対しても必要な事項を周知させて

その徹底を図る。周知方法は、おおむね次のとおりとする。 

ア テレビ放送、ラジオ放送による方法 

イ 広報車による方法 

ウ サイレン、警鐘等による方法 

エ 伝達組織を通じて周知する方法 

オ 同報系無線により屋外広報を利用する方法 

カ 携帯メール、町ホームページを利用する方法 

キ 自主防災組織、民生委員・児童委員を通じて周知する方法 

(2) その他の措置 

ア 町は、警報伝達等の徹底を図るため、あらかじめ関係者において地震情報等の受理、伝達、

その他取扱いに関し必要な事項を協議しておくとともに、勤務時間外及び停電時における受

領、伝達についても支障のないよう措置しておく。 

イ 県から地震情報等を受理した場合は、解除になるまで、放送局の放送により情況を聴取す

るよう努めなければならない。 

ウ 災害の発生のおそれがあるような場合において、異常な現象を認めたときは、地震情報等

の逆経路その他により、速やかに県に対し必要な情報を通報する。 

 

第２節 避難誘導 

 

町長は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の要

配慮者の避難支援対策を充実・強化する必要がある。 

具体的な対策については、第２編第２部第１章第２節「避難誘導」に準ずるものとする。 

 

第３節 災害情報の収集・連絡 

 

町、県その他防災関係機関は、災害応急対策の内容及び規模を決定するため、被害の状況及び応

急対策の活動状況等に関する情報（以下この節において「災害情報」という。）を迅速に収集しなけ

ればならない。 

また、災害情報の収集に当たっては、住民の生命・身体に係る情報を優先的に収集するものとす

る。 

ただし、情報の錯綜等により各機関の報告内容はそのまま計上できないので、報告する際は、情

報源を示して報告する必要がある。 
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なお、地震発生直後においては、情報の正確性よりも迅速性が優先されるため、情報収集に当た

っては概括的な情報を報告することで足りるものとする。 

具体的な対策については、第２編第２部第２章第１節「災害情報の収集・連絡」に準ずるものと

する。 

なお、災害対策基本法及び消防組織法に基づく報告は、次によるものとする。 

(1) 「災害報告要領」及び「火災・災害等即報要領」の規定により、被害規模の概括的情報を含

め、人的被害、住家被害、応急対策活動状況等の情報を把握できた範囲から直ちに行政県税事

務所を経由して県危機管理課に報告する。119番通報が殺到して行政県税事務所に連絡がつか

ない場合又は町内で震度５強以上の地震が発生したときは県危機管理課に直接報告する。 

(2) いずれにも連絡がつかない場合は消防庁に直接報告する。 

消防庁 

メール ●●●●@ml.soumu.go.jp ※●●●●を fdma-sokuhou 

・電子メールの件名は、【都道府県名・市町村名（又は消防本部名）】及び災害名

（又は事故種別）を含むものとすること。 

・電子メールの本文への火災・災害等の概要の記載は不要である。 

応急対策室 

(9：30～18：15) 

電話 03-5253-7527、FAX 03-5253-7537 

衛星 048-500-90-49013、FAX 048-500-90-49033 

夜間（宿直室） 

(上記時間以外) 

電話 03-5253-7777、FAX 03-5253-7553 

衛星 048-500-90-49102、FAX 048-500-90-49036 
 

<関係資料> 資料編12－１ 被害報告関係様式 

 

第４節 通信手段の確保 

 

地震災害により、通信・放送施設が被災した場合、速やかに復旧対策をとるとともに、代替え機

能を確保する。 

具体的な対策については、第２編第２部第２章第２節「通信手段の確保」に準ずるものとする。 
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第２章 活動体制の確立 

 

地震発生における円滑な初期体制の確立を図り、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、

町災害対策本部の組織及び職員の動員を次のように定める。 

 

第１節 防災組織体制の確立 

 

１ 災害対策本部の設置 

災害対策基本法第23条の２の規定により町長は、災害対策本部を設置する。その組織及び編成

は、第２編第２部第３章第１節「防災組織体制の確立」に準ずるものとする。 

(1) 地震発生初期の対策 

町長は、町の地域で震度５弱以上の地震が発生した場合には、直ちに被害状況の把握並びに

地震に関する情報の収集を行うとともに、状況により必要な場合は、災害警戒本部を設置する

ものとする。 

(2) 災害対策本部の設置基準 

ア 震度６弱以上の地震が発生したとき。 

イ 震度５弱以上の地震が発生し、町内に大規模な被害が発生したとき、又は被害が発生する

おそれがあるとき。 

ウ 震度にかかわらず、町内に地震による大規模な被害が発生したとき、又は被害が発生する

おそれがあるとき。 

(3) 災害対策本部体制が確立するまでの応急措置 

激甚災害等により、多数の職員が登庁できず、あるいは登庁が遅れ、本来の災害対策本部体

制が確立できない場合には、登庁した全職員が、災害対策本部の事務分掌にこだわることなく、

災害対策本部長（災害対策本部長が登庁していない場合には、先着上級幹部又は総務課長）の

指揮により、次の優先順位により応急初動措置を行うものとする。 

ア 登庁職員の把握と任務付与 

イ 通信、報告・連絡手段の確保及び連絡員（伝令）の指名 

ウ 被害実態の把握（情報収集） 

(ｱ) 警察機関からの収集 

(ｲ) 消防機関からの収集 

(ｳ) 報道関係機関からの収集 

(ｴ) 県からの収集 

(ｵ) 防災関係機関からの収集 

(ｶ) 職員の実査による収集 

エ 被害状況等の報告・連絡、応援要請 
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(ｱ) 県及び防災関係機関等への報告・連絡 

(ｲ) 自衛隊等に対する応援要請 

(4) 災害対策本部の組織及び事務分掌 

災害対策本部の組織及び事務分掌については、第２編第２部第３章第１節「防災組織体制の

確立」に準ずるものとする。 

 

第２節 動員計画 

 

１ 動員の配備、伝達系統及び方法 

(1) 平常執務時の伝達系統及び方法 

伝達系統及び方法については、第２編第２部第３章第２節「動員計画」に準ずるものとする。 

(2) 休日又は退庁後の伝達系統及び方法 

ア 勤務時間外・休日等の連絡体制の強化 

勤務時間外の動員を迅速・的確に行い素早い初動体制の確立を図るため、当直者及び総務

課交通防災係職員は、情報等を常に把握し、即時に関係機関に連絡がとれるよう努めるもの

とする。 

イ 動員の伝達 

動員の伝達は、固定電話、携帯電話等により行うものとするが、伝達を受けられない場合

も予想されるので、次の基準により自主登庁するものとする。 

動員体制区分 

動員区分 状    況 動 員 体 制 

初期動員 震度５弱 
各部正副部長及び総務課交通防災係職

員・特に関係する課の必要最小限度の人員 

１号動員 震度５強以上 

情報収集及び連絡活動等が円滑に行い得

る体制で２号動員に移行し得る体制とす

る。 

（原則として全職員の25％程度） 

２号動員 震度６弱以上 

所属職員の半数以上の人員を配置して防

災活動に当たるもので、状況により３号動

員に直ちに切り替え得る体制とする。 

（原則として全職員の50％程度） 

３号動員 震度６弱以上で被害が甚大な場合 
所属職員は、全員を配置して防災活動に

従事する。（全職員） 

 

第３節 広域応援の要請 

 

地震災害において、町は、指定地方行政機関及び他の地方公共団体と緊密な連絡をとり、職員の
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派遣要請、救援物資等の相互融通、応援等に協力して災害応急対策の迅速かつ円滑化を図る。 

具体的な対策については、第２編第２部第３章第３節「広域応援の要請」に準ずるものとする。 

 

第４節 自衛隊への災害派遣要請 

 

大規模な地震が発生し、住民の生命、財産の保護のため必要な応急対策の実施が町のみでは困難

であり、自衛隊の活動が必要かつ効果的であると認められた場合、知事に対し自衛隊の災害派遣を

要請し、もって効率的かつ迅速な応急活動の実施を期する。 

具体的な対策については、第２編第２部第３章第４節「自衛隊への災害派遣要請」に準ずるもの

とする。 
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第３章 救助・救急、医療及び消火活動 

 

地震発生後、倒壊家屋の下敷きになるなどの被災者に対し救助・救急活動を行うとともに、負傷

者に対し必要な医療活動を行うこと、さらに、災害の拡大を防止するため、消火活動を迅速・的確

に行うことは、住民の生命・身体の安全を守るために最優先されるべき課題である。 

 

第１節 救助・救急活動 

 

大規模地震時における救急活動については、多数の負傷者を迅速に処置することが求められるた

め、速やかな救護班の派遣、円滑で効率的な救護活動の実施、医薬品・医療用資機材の供給体制の

確保、他の地方公共団体との相互支援体制の整備等について関係機関が連携を密にし、一貫性のあ

る的確な対応を行う。 

具体的な活動については、第２編第２部第５章第１節「救助・救急活動」に準ずるものとする。 

 

第２節 医療活動 

 

地震災害発生時には、広域あるいは局地的に医療助産の救護を必要とする多数の傷病者の発生が

予想されるため、町は、医療機関、県等の関係機関と緊密な連携を図り、災害の状況に応じた適切

な医療助産活動を実施する。 

具体的な対策については、第２編第２部第５章第２節「医療活動」に準ずるものとする。 

 

第３節 消火活動 

 

大規模地震発生時には、同時多発火災の発生等により極めて甚大な被害が予想されるため、町及

び消防機関は、住民、自主防災組織、事業所等の協力も得ながら、他の消防機関等との連携を図り

つつ、全機能を挙げて被害を最小限に食い止めるため、出火防止措置や消火活動を行う。 

具体的な活動については、第２編第２部第３章第５節「消防計画」に準ずるものとする。 

なお、被災地内の消防機関及び住民等による消火活動については、以下による。 

 

１ 住民及び自主防災組織による消火活動 

大規模地震発生直後は、建築物の倒壊、道路施設の損壊等により道路交通網が寸断され、消防

機関による消火活動が一時的に機能しない事態が予測される。このため、住民及び自主防災組織

は、自発的に初期消火活動を行うとともに消防機関に協力するものとする。  



震災(応急) 第３章 救助・救急、医療及び消火活動 

231 

２ 企業による消火活動 

企業は、自らの事業所から出火したときは、その初期消火に努めるものとする。 

なお、自衛消防隊を組織する企業は、近隣で発生した火災について、その消火に協力するもの

とする。 

 

３ 消防機関による消火活動 

(1) 消防機関は、速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な部

隊の配置を行うものとする。特に、同時多発的に火災が発生し対応ができなくなった場合は、

最重要防御地域等の優先順位を定め、迅速な消火に努めるものとする。 

(2) 消防機関は、管内の消防力では対応できないと認めるときは、直ちに広域応援協定等に基づ

き広域応援を求めるものとする。 

(3) 消防機関は、火災の様相により、ヘリコプターによる消火活動が最も効果があると判断した

場合は、県に防災ヘリコプターの出動要請をするものとする。 

(4) 消防機関は、県内の消防力では対応できないと認めるときは、消防組織法第44条の規定によ

り、消防庁長官に対し他都道府県の消防機関（「緊急消防援助隊」を含む。）の派遣を要請する

よう知事（危機管理課）に要求することを、町長に助言する。 

(5) 消防機関の具体的な消防活動については、各機関で定める消防計画による。 
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第４章 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 

交通の確保及び緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、

応急復旧、輸送活動を行うものとする。 

具体的な対策については、第２編第２部第６章「緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動」

に準ずるものとする。 

 

 

第５章 避難の受入活動 

 

地震発生後、速やかに避難場所へ誘導することは人命の確保につながるものであり、また、住家

が被害を受け復旧がなされるまでの間、指定避難所で当面の居所を確保することは、被災者の精神

的な安心につながるものである。 

なお、指定緊急避難場所や指定避難所に避難した者については、ホームレスや旅行者、短期滞在

者等を含め、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる必要がある。 

さらに、応急仮設住宅の提供など、被災者の住生活の回復への第一歩を用意する必要がある。 

なお、活動に当たっては、要配慮者についても十分考慮する。 

具体的な対策については、第２編第２部第７章「避難の受入活動」に準ずるものとする。 
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第６章 食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動 

 

町は、被災者の生活を維持するため、必要な食料、飲料水及び毛布等生活必需品等を調達・確保

し、需要に応じて供給・分配を行う。そのため、町と県それぞれが備蓄する物資・資機材の供給や

物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、情報共有を図るものとす

る。 

具体的な活動については、第２編第２部第８章「食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活

動」に準ずるものとする。 

 

 

第７章 保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動 

 

町は、指定避難所で生活する被災者の健康保持のため必要な活動を行うとともに、地域の衛生状

態に十分配慮する必要がある。また、大規模な災害により多数の行方不明者及び死者が生じた場合

には、行方不明者の捜索及び遺体の処置を遅滞なく進める必要がある。 

具体的な対策については、第２編第２部第９章「保健衛生、防疫、遺体の処置等に関する活動」

に準ずるものとする。 
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第８章 広報・広聴活動 

 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住民等の適切な

判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活

動が重要である。また、住民等から、問い合わせ、要望、意見などが数多く寄せられるため、適切

な対応を行える体制を整備する。 

具体的な対策については、第２編第２部第 10章「広報・広聴活動」に準ずるものとする。 

 

 

第９章 施設、設備の応急復旧活動 

 

大規模災害では、広い範囲での被害が予想され、迅速かつ円滑な応急対策を実施するための公共

土木施設の応急復旧に加え、被災者の生活確保のため、ライフライン及び公共施設の応急復旧を迅

速に行う必要がある。 

具体的な対策については、第２編第２部第 11章「施設、設備の応急復旧活動」に準ずるものとす

る。 

 



震災(応急) 第10章 二次災害の防止活動 

235 

 

第１０章 二次災害の防止活動 

 

地震又は降雨等による水害、地震による建築物・構造物の倒壊等に備え、町は、関係機関と連携

して二次災害対策を講ずる必要がある。 

 

１ 二次災害の防止活動 

町は、専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、応

急対策を行うものとする。 

 

２ 水害対策 

(1) 町は、県と連携し、地震あるいは降雨等による二次的な水害等の危険箇所の点検については、

専門技術者等を活用して行う。 

(2) 上記点検の結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図り、

施設の補強、仮設防護柵の設置等応急工事、適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行う

とともに、災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施する。 

 

３ 被災建築物及び被災宅地の二次災害対策 

(1) 町は、県と連携し、地震による建築物等の倒壊に関して、被災建築物応急危険度判定士等を

活用して、被災建築物等に対する応急危険度判定を速やかに行い、応急措置を行うとともに、

災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施する。 

(2) 町は、県と連携し、宅地が被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被害発生状況

を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次災害を軽減、防止し、住

民の安全の確保を図る。 

 

４ 危険物、有害物質等による二次災害対策 

(1) 消防法に定める危険物・火薬・高圧ガスその他の火災や爆発を引き起こすおそれのある物質

を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設等の管理者は、火災や爆発による二次災害を防止するた

め、速やかに施設の点検を行うものとする。また、火災や爆発のおそれが生じた場合は、直ち

に応急措置を講ずるとともに、当該物質の取扱規制担当官公署、消防機関、警察機関等に連絡

するものとする。 

(2) 毒物・劇物、放射性物質その他の有害物質を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設等の管理者

は、有害物質の漏洩による二次災害を防止するため、速やかに施設の点検を行うものとする。 

また、漏洩のおそれが生じた場合は、速やかに当該物質の取扱規制担当官公署、消防機関、

警察機関等に連絡するものとする。 

(3) 県、消防機関、警察機関又は町は、危険物、有害物質等による二次災害を防止するため、必
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要に応じ、危険物、有害物質等を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設の緊急立入検査、応急措

置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行うものとする。 
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第１１章 自発的支援の受入れ 

 

大規模地震の発生が報道されると、国内・国外から多くの善意の支援申し入れが寄せられる。 

このため、町は、これらの支援を適切に受け入れる体制を整える必要がある。 

 

第１節 ボランティアの受入れ 

 

大規模地震発生時に被災地に駆けつけたボランティアが混乱なく円滑に活動できるよう、関係機

関は適切な支援調整を行うものとする。 

具体的な対策については、第２編第２部第 12章第１節「ボランティアの受入れ」に準ずるものと

する。 

 

第２節 義援物資・義援金の受入れ 

 

大規模な災害の発生が報道されると、国内・国外から多くの善意の支援申し込みが寄せられる。

町は、被災者の必要物資等を把握し、広報機関を通して義援物資・義援金を募り、寄せられた義援

物資・義援金を的確に受け入れ、公平に配分する。 

具体的な対策については、第２編第２部第 12章第２節「義援物資・義援金の受入れ」に準ずるも

のとする。 

 

 

第１２章 要配慮者への支援活動 

 

近年の高齢化、国際化等社会情勢の変化、核家族化等による家庭や地域の養育・介護機能の低下

に伴い、災害発生時には、高齢者、障害者（児）、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人など要配慮者が

被害を受ける可能性が高まっている。また、これらの要配慮者は身体の不自由さ等により、避難生

活にも困難を強いられるおそれがある。 

このため、町は、発災直後の避難誘導からその後の応急、復旧に至るまで、要配慮者の実情に応

じた配慮を行い、積極的に支援策を講ずる。 

また、要配慮者利用施設の管理者は、入（通）所者の安全、健康等を確保するため、施設におけ

る災害応急対策を積極的に講ずる必要がある。町は、要配慮者利用施設の管理者が行う災害応急対

策を積極的に支援する。 

具体的な対策については、第２編第２部第 13章「要配慮者への支援活動」に準ずるものとする。 
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第１３章 その他の災害応急対策 

 

第１節 学校の災害応急対策 

 

児童・生徒等の生命、身体の安全確保を図るための応急措置、被災して通常の教育ができない場

合の適切な応急教育の実施などの学校の災害応急対策に必要な措置を講ずる。 

具体的な対策については、第２編第２部第 14章第２節「学校の災害応急対策」に準ずるものとす

るが、地震情報の把握及び学校施設の安全点検等については、次によるものとする。 

 

１ 地震情報の把握 

小学校、中学校の管理者（以下「学校管理者」という。）は、大規模な地震が発生したときは、

テレビ、ラジオ等による地震情報に注意を払い、地震による二次災害の危険性や地震の可能性等

の情報の把握に努めるものとする。 

 

２ 学校施設の安全性の点検 

学校管理者は、大規模な地震が発生したときは、校舎の損壊状況を確認し、学校施設の安全性

を点検するものとする。 

また、災害危険区域における学校管理者は、校舎周辺の巡視を行い、地震後の降雨等による洪

水等の二次災害の危険性についても点検を行うものとする。 

 

第２節 文化財の災害応急対策 

 

大規模な地震が発生した際には、文化財やその利用者・観覧者等の安全を確保する必要がある。

具体的な対策については、第２編第２部第 14章第３節「文化財の災害応急対策」に準ずるものとす

る。 

 

第３節 労働力の確保 

 

災害応急対策の実施に必要な労働力が不足する場合の具体的な対策については、第２編第２部第

14 章第４節「労働力の確保」に準ずるものとする。 
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第４節 災害救助法の適用 

 

町の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合、知事は、災害救助法を適用し、

被災者の保護及び社会秩序の保全を図る。災害救助法による救助は、県が実施する。ただし、町長

は、知事から委任された救助事務については、知事の補助機関として実施する。 

具体的な対策については、第２編第２部第 14 章第５節「災害救助法の適用」に準ずるものとす

る。 

 

第５節 動物愛護 

 

飼い主とともに指定避難所等に避難してくる動物の保護や適正な飼育に関しての具体的な対策に

ついては、第２編第２部第 14章第６節「動物愛護」に準ずるものとする。 
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第３部 災害復旧・復興 
 

第１節 復旧・復興の基本方向の決定 
 

具体的な対策については、第２編第３部第１節「復旧・復興の基本方向の決定」に準ずるものと

する。 

 

第２節 原状復旧 
 

具体的な対策については、第２編第３部第２節「原状復旧」に準ずるものとする。 

 

第３節 計画的復興の推進 
 

具体的な対策については、第２編第３部第３節「計画的復興の推進」に準ずるものとする。 

 

第４節 被災者等の生活再建の支援 
 

具体的な対策については、第２編第３部第４節「被災者等の生活再建の支援」に準ずるものとす

る。 

 

第５節 被災中小企業等の復興の支援 
 

具体的な対策については、第２編第３部第５節「被災中小企業等の復興の支援」に準ずるものと

する。 

 

第６節 公共施設の復旧 
 

具体的な対策については、第２編第３部第６節「公共施設の復旧」に準ずるものとする。 

 

第７節 激甚災害法の適用 
 

具体的な対策については、第２編第３部第７節「激甚災害法の適用」に準ずるものとする。 

 

第８節 復旧資金の確保 
 

具体的な対策については、第２編第３部第８節「復旧資金の確保」に準ずるものとする。 
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第１節 航空災害対策 

 

町内において、航空機の墜落事故により災害が発生した場合に、その拡大を防御し、被害の軽減

を図るため、町は、防災関係機関との連携を平常時から密にしておくことが必要である。 

 

第１ 災害予防計画 

１ 情報通信手段の整備 

(1) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。 

(2) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について、迅速に他の関係機関に連絡し、情

報の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。 

 

２ 救助・救急活動体制の整備 

町は、消防機関と連携し救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、チェー

ンソー等の救急救助用資機材の整備に努める。 

 

３ 医療活動体制の整備 

町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努め

る。 

 

４ 災害広報体制の整備 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、被災者、被災者の家族及び地域住

民等の混乱を防止するため、災害広報体制の整備充実を図る。 

 

第２ 災害応急対策計画 

旅客機が墜落した場合、搭乗者が多数死傷するおそれがある。また、旅客機以外の航空機であっ

ても住宅密集地等に墜落した場合は、住民が多数死傷するおそれがある。 

このため、迅速な救助活動が展開されるよう、関係機関は、機種、搭乗者数、墜落地点、負傷者

数、消火活動の要否等の災害情報を速やかに収集・連絡する必要がある。また、飛行中の航空機が

消息を絶った場合も、墜落を想定し、機種、搭乗者数、墜落予想区域等の情報を収集・連絡する必

要がある。 

 

１ 町における災害情報の収集・連絡 

(1) 町は、墜落地点の位置、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに館林行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない

場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。また、被害情報の続報、応急対策の

活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 
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(2) 県又は消防庁への連絡・報告は、別記「火災・災害等即報要領」第３号様式（救急・救助事

故・武力攻撃災害等）（資料編12－１）による。 

 

２ 応急活動体制の確立 

航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、

第２編第２部第３章「活動体制の確立」の定めるところにより災害対策本部を設置する等、応急

活動体制を確立する。 

 

３ 救助・救急活動 

航空災害時における救助・救急活動については、第２編第２部第５章第１節「救助・救急活動」

の定めるところにより実施する。また、乗客等の救助を要する場合は、各関係機関と協議して救

助隊を編成し、救助に必要な資機材を投入して迅速に救助活動を実施する。 

 

４ 医療救護活動 

航空災害時における医療救護活動については、第２編第２部第５章第２節「医療活動」の定め

るところにより実施するほか、次によるものとする。 

(1) 地理的条件等により医療機関への負傷者の搬送が手間どる場合、町は、事故現場に近い場所

に救護所を設置する。 

(2) 町は、救護所を設置したときは、必要に応じ、速やかに日本赤十字社群馬県支部又は県に対

し、救護班の派遣を要請する。 

 

５ 交通規制の実施 

第２編第２部第６章第２節「交通の確保」の定めるところにより、警察等各関係機関と協力し

て、必要な交通規制を実施する。 

 

６ 自衛隊派遣要請 

航空災害時における自衛隊派遣要請については、第２編第２部第３章第４節「自衛隊への災害

派遣要請」の定めるところにより実施する。 

 

７ 広域応援要請 

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第２編第２部第３章第

３節「広域応援の要請」の定めるところにより、県及び他の市町村に対して応援を要請する。 
 

<関係資料> 資料編12－１ 被害報告関係様式 
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第２節 鉄道災害対策 

 

鉄軌道における列車の衝突等により多数の死傷者を伴う大規模な事故（以下「鉄道災害」という。）

が発生した場合に、災害の拡大を防止し、被害の軽減を図るとともに、輸送の確保を図るため、町

は、県、国及び関係機関との連携を平常時から密にしておくことが必要である。 

 

第１ 災害予防計画 

１ 情報通信手段の整備 

(1) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。 

(2) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、情報

の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。 

 

２ 救助・救急活動体制の整備 

町は、消防機関と連携し救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、チェー

ンソー等の救急救助用資機材の整備に努める。 

 

３ 医療活動体制の整備 

町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努め

る。 

 

４ 災害広報・広聴体制の整備 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、被災者の家族等、旅客及び住民等

の混乱を防止するため、災害広報・広聴体制の整備充実を図る。 

 

第２ 災害応急対策計画 

１ 町における災害情報の収集・連絡 

(1) 町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに館林行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない場合又は緊急を要

する場合は県危機管理課）に連絡する。また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等につい

ても逐次連絡する。 

(2) 県又は消防庁への連絡・報告は、別記「火災・災害等即報要領」第３号様式（救急・救助事

故・武力攻撃災害等）又は第１号様式（火災）による。（様式は、資料編12－１参照のこと。） 
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２ 応急活動体制の確立 

鉄道災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、

第２編第２部第３章「活動体制の確立」の定めにより災害対策本部を設置する等、応急活動体制

を確立する。 

 

３ 救助・救急活動 

鉄道災害時における救助・救急活動については、第２編第２部第５章第１節「救助・救急活動」

の定めるところにより実施する。 

 

４ 医療救護活動 

鉄道災害時における医療救護活動については、第２編第２部第５章第２節「医療活動」の定め

るところにより実施する。 

 

５ 交通規制の実施 

災害の拡大防止及び交通の確保のため、第２編第２部第６章第２節「交通の確保」の定めると

ころにより、警察等各関係機関と協力して、必要な交通規制を実施する。 

 

６ 代替交通手段の確保 

鉄道事業者は、事故災害が発生した場合には、他の路線への振り替え輸送、バス代行輸送等代

替交通手段の確保に努めるものとし、町は利用者に対する情報の提供に協力する。 

 

７ 自衛隊派遣要請 

災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、第２編第２部第３章第４節

「自衛隊への災害派遣要請」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を要請する。 

 

８ 広域応援要請 

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第２編第２部第３章第

３節「広域応援の要請」の定めるところにより、県及び他の市町村に対して応援を要請する。 
 

<関係資料> 資料編12－１ 被害報告関係様式 

 

第３節 道路災害対策 

 

道路構造物の被災又は道路における車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や、消火活動等

が必要とされる災害が発生した場合、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し、被害の軽減

を図る必要がある。
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第１ 災害予防計画 

１ 異常現象の発見及び情報提供 

町は、道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために、情報の収集、連絡

体制の整備を図る。また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者に

その情報を迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。 

 

２ 道路施設の整備 

町は、管轄する道路について次により道路施設の整備を図るものとする。 

ア 道路施設の点検を通じ、道路施設の現況の把握に努める。 

イ 道路における災害を予防するため、必要な施設の整備を図る。 

ウ 道路施設の安全を確保するため、必要な体制等の整備に努める。 

 

３ 情報の収集・連絡体制の整備 

(1) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。 

(2) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、情報

の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。 

 

４ 救助・救急活動体制の整備 

町は、消防機関と連携し救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、チェー

ンソー等の救急救助用資機材の整備に努める。 

 

５ 医療活動体制の整備 

町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努め

る。 

 

６ 災害広報・広聴体制の整備 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、被災者の家族及び地域住民等の混

乱を防止するため、災害広報体制の整備充実を図る。 

 

７ 防災訓練の実施 

(1) 道路管理者は、防災訓練の実施を通じ、災害時の対応等について周知徹底を図るものとする。 

(2) 町、県、県警察、消防機関、道路管理者等は、相互に連携した訓練を実施する。 

(3) 訓練を行うに当たっては、災害及び被害の想定を明らかにするとともに、実施時間を工夫す

る等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫するものとする。 

(4) 訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うものとする。 
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８ その他の災害予防 

(1) 危険物等防除資機材の整備 

消防機関及び道路管理者は、危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、

資機材の整備促進に努めるものとする。 

(2) 応急復旧活動体制の整備 

道路管理者は、施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資

機材を整備するものとする。 

(3) 災害復旧への備え 

道路管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を

整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとす

る。 

(4) 防災知識の普及 

道路管理者は、道路利用者に対し、災害時の対応等の防災知識の普及を図るものとする。 

(5) 再発防止対策の実施 

道路管理者は、原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結果を踏まえ再発防止対策

を実施するものとする。 

 

第２ 災害応急対策計画 

１ 町における災害情報の収集・連絡 

(1) 町は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに館林行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない場合又は緊急を要

する場合は県危機管理課）に連絡する。また、被害情報の続報、応急対策の活動状況等につい

ても逐次連絡する。 

(2) 県又は消防庁への連絡・報告は、別記「火災・災害等即報要領」第３号様式（救急・救助事

故・武力攻撃災害等）又は第１号様式（火災）による。（様式は、資料編12－１参照のこと。） 

 

２ 応急活動体制の確立 

道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、

第２編第２部第３章「活動体制の確立」の定めにより災害対策本部を設置する等、応急活動体制

を確立する。 

 

３ 救助・救急活動 

道路災害時における救助・救急活動については、第２編第２部第５章第１節「救助・救急活動」

の定めるところにより実施するほか、以下の活動を行うものとする。 

(1) 救助・救急活動 

町は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、県及び他の
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地方公共団体に応援を要請するものとする。 

(2) 資機材等の調達等 

町は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材を確保し、効

率的な救助・救急活動を行うものとする。 

(3) 消火活動 

町は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。 

 

４ 医療救護活動 

道路災害時における医療救護活動については、第２編第２部第５章第２節「医療活動」の定め

るところにより実施する。 

 

５ 交通規制の実施 

道路災害時における交通規制については、第２編第２部第６章第２節「交通の確保」の定める

ところによる。 

 

６ 危険物流出対策 

道路災害により危険物の流出が認められたときは、関係機関と協力し、直ちに防除活動、避難

誘導活動を行い、危険物による二次災害の防止に努める。 

 

７ 自衛隊派遣要請 

災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、第２編第２部第３章第４節

「自衛隊への災害派遣要請」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を要請する。 

 

８ 広域応援要請 

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第２編第２部第３章第

３節「広域応援の要請」の定めるところにより、県及び他の市町村に対して応援を要請する。 

 

第３ 災害復旧 

１ 迅速かつ円滑な災害復旧の実施 

道路管理者は、関係機関と協力し、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応

援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を行うものとする。 

 

２ 復旧予定時期の明示 

道路管理者は、復旧に当たり、可能な限り復旧予定時期を明示するものとする。 
 

<関係資料> 資料編12－１ 被害報告関係様式 
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第４節 危険物等災害対策 

 

危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物、放射性物質）の漏洩・流出、火災、爆発等

により、死傷者が多数発生するなどの災害（以下「危険物等災害」という。）が発生した場合、町は、

災害の拡大を防止し、被害の軽減を図るため、適切かつ迅速な防災活動を実施し、周辺住民等に被

害を及ぼさないよう努める。 

 

第１ 災害予防計画 

１ 危険物施設等の把握 

邑楽消防署は、火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防設備等の保守管理、防火管

理者等により自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 

 

２ 情報通信手段の整備 

(1) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。 

(2) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、情報

の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。 

 

３ 救助・救急活動体制の整備 

町は、消防機関と連携し救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、チェー

ンソー等の救急救助用資機材の整備に努める。 

 

４ 医療活動体制の整備 

町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努め

る。 

 

５ 災害広報・広聴体制の整備 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、地域住民等の混乱を防止するため、

災害広報・広聴体制の整備充実を図る。 

 

第２ 災害応急対策計画 

１ 町における災害情報の収集・連絡 

(1) 町は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに館林行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない

場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡するものとする。また、被害情報の続報、

応急対策の活動状況等についても逐次連絡するものとする。 

(2) 県又は消防庁への連絡・報告は、別記「火災・災害即報要領」第２号様式（特定の事故）（資
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料編12－１）による。 

 

２ 応急活動体制の確立 

危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を図る

ため、第２編第２部第３章「活動体制の確立」の定めるところにより災害対策本部を設置する等、

応急活動体制を確立する。 

 

３ 災害の拡大防止活動 

町は、県と連携し、危険物等災害時に危険物等の流出・拡散の防止、流出した危険物等の除去、

環境モニタリングを始め、住民等の避難、事業者に対する応急措置命令、危険物等関係施設の緊

急使用停止命令など適切な応急対策を講ずるものとする。 

また、救助・救急活動に従事する職員の安全を確保するものとする。 

 

４ 避難措置 

町は、関係機関と協力し、人命の安全を確保するため、第２編第２部第１章第２節「避難誘導」

及び第７章「避難収容活動」の定めるところにより、爆発性、引火性、有毒性といった危険物等

の特殊性を考慮し、必要な避難措置を実施する。 

 

５ 救助・救急活動 

危険物等災害時における救助・救急活動については、第２編第２部第５章第１節「救助・救急

活動」の定めるところにより実施する。 

 

６ 医療救護活動 

危険物等災害時における医療救護活動については、第２編第２部第５章第２節「医療活動」の

定めるところにより実施する。 

 

７ 交通規制の実施 

危険物等災害時における交通規制については、第２編第２部第６章第２節「交通の確保」の定

めるところにより実施する。 

 

８ 危険物等の流出に対する応急対策 

(1) 危険物等が河川等に排出された場合は、災害の原因者等は防除措置を講ずる。 

(2) 消防機関及び警察機関等は、危険物等が河川等に流出し、災害発生のおそれがある場合、直

ちに防除活動を行うとともに、避難誘導活動を行う。 

(3) 町は、危険物等が河川等に流出した場合、直ちに関係機関と協力の上、環境モニタリング、

危険物等の処理等必要な措置を講ずる。 
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なお、その際、関係行政機関等からなる各水系の水質汚濁防止連絡協議会の活用など、既存

の組織を有効に活用し、迅速に対応する。 

(4) 防除措置を実施するに当たっては、必要な資機材を迅速に調達し、危険物等の拡散を最小限

に抑える措置を講ずる。 

 

９ 自衛隊派遣要請 

災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、第２編第２部第３章第４節

「自衛隊への災害派遣要請」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を要請する。 

 

10 広域応援要請 

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第２編第２部第３章第

３節「広域応援の要請」の定めるところにより、県及び他の市町村に対して応援を要請する。 

 

11 施設・設備の応急復旧活動 

町は、専門技術をもつ人材等を活用して、施設、設備の緊急点検を実施するとともに、これら

の被害状況等を把握し、施設の応急復旧を速やかに行うものとする。 

 

第３ 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する応急対策 

町は、事故現場周辺の住民を避難させるなど一般公衆の安全を確保するために必要な措置を講ず

ることについて、原災法第20条第３項の規定に基づき国の原子力災害対策本部又は原子力災害現地

対策本部から指示を受けたときは、速やかに当該措置を講ずる。 

 

第４ 公共施設の災害復旧 

１ 迅速かつ円滑な災害復旧の実施 

公共施設の管理者は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する

計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した公共施設の復旧事業を行うものとする。 

 

２ 復旧予定時期の明確化 

公共施設の管理者は、復旧に当たり、可能な限り復旧予定時期を明示するものとする。 

 

３ 被災中小企業等の復興の支援 

被災中小企業等の復興の支援については、第２編第３部第５節「被災中小企業等の復興の支援」

の定めるところにより実施する。 
 

<関係資料> 資料編12－１ 被害報告関係様式 
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第５節 県外の原子力施設事故対策 

 

第１ 災害予防 

１ 目的 

群馬県内には、原子力施設（原子力規制委員会が原子力災害特別措置法（平成11年法律第156号）

第６条の２第１項に基づき定める「原子力災害対策指針」の対象となる原子力施設をいう。以下

同じ。）が立地せず、県外に立地する原子力施設に関する「原子力災害対策重点区域」設定の目安

となる範囲※にも本町は含まれていない。 

しかしながら、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電

所事故においては、大量の放射性物質が放出され、今までの想定を超える事態が発生している。 

本町においても、福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、これまで空間放射線量率のモニタ

リング強化や農産物等の放射性物質検査など前例のない災害対応を実施してきたところである。 

本対策は、これらの災害対応を踏まえ、県外の原子力施設において事故が発生した際に備え、

町が関係機関等と連携して実施するべき応急対策及び復旧対策について必要な事項を定めること

を目的とする。 

※ 平成27年12月１日現在、原子力災害対策重点区域設定の目安となる範囲は、実用発電用原子

炉に係る原子力施設について、最大でも「原子力施設からおおむね30ｋｍ」とされている。 

 

第２ 災害応急対策 

１ 空間放射線量率モニタリング 

町は、県が行う空間放射線量率モニタリングの調査結果に関する情報を収集・整理し、住民な

どへ積極的に広報するものとする。 

 

２ 水道水、上下水処理等副次産物の放射性物質検査 

町は、県及び群馬東部水道企業団と連携し、水道水、上下水処理等副次産物の放射性物質検査

を実施し、結果を共有する。 

 

３ 住民等への情報伝達・相談活動 

(1) 住民等への情報伝達活動 

町は、県や国等と連携し、異常事象等に関する情報を広く住民に向けて提供し、町内におけ

る異常事象等に伴う混乱を未然に防ぎ、あるいはその軽減に努める。 

(2) 相談窓口等の設置 

町は、県や国等と連携し、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対応できるよう

相談窓口を開設し、必要な要員を配置する。 

想定される相談窓口としては、以下のようなものが挙げられる。 

○放射線による健康相談窓口 



その他の災害対策 第５節 県外の原子力施設事故対策 

254 

○水道水、飲食物等の放射性物質に関する相談窓口 

○町内の空間放射線量に関する相談窓口 

 

４ 避難者等への表面汚染測定及び除染の実施 

町は、県の実施する放射線測定器による表面汚染測定や除染を必要とする場合の除染場所や体

制について協力を行うものとする。 

 

５ 水道水、飲食物の摂取制限等 

(1) 水道水の摂取制限等 

町は、群馬東部水道企業団と連携し、原子力災害対策指針の指標や、厚生労働省から示され

た管理目標に基づく指示及び要請に基づき、状況に応じた摂取制限等の措置及び広報を実施す

る。 

(2) 飲食物の摂取制限等 

町は、県（健康福祉部）と連携し、原子力災害対策指針や、食品衛生法上の基準値を踏まえ

た国の指示及び要請に基づき、状況に応じて当該飲食物の回収及び販売禁止等必要な措置を講

ずる。 

(3) 農産物等の採取及び出荷制限 

町は、県（農政部）と連携し、原子力災害対策指針や、食品衛生法上の基準値を踏まえた国

の指示及び要請に基づき、農林水畜産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を講ずる。 

(4) 食料及び飲料水の供給 

町は、第２編第２部第８章「食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給活動」に基づき、

県と協力して関係住民への応急措置を講ずるものとする。 

(5) 上下水処理等副次産物の利活用について 

町は、県（下水環境課、（企）水道課）及び群馬東部水道企業団と連携し、国からの指導・助

言、指示及び放射性物質検査に基づき、各処理施設から発生する副次産物の利活用について、

搬出制限等必要な措置を講ずるものとする。 

 

６ 風評被害等の未然防止 

町は、県及び国と連携し、報道機関等の協力を得て、原子力災害による風評被害等の未然防止

のために、各種モニタリングの結果等を踏まえ、農産物、工業製品、地場産品等の適正な流通の

促進、観光客の減少防止のための広報活動等を行う。 

 

７ 各種制限措置の解除 

町は、放射性物質検査の結果及び国が派遣する専門家の判断、国の指示等を踏まえ、水道水・

飲食物の摂取制限、農林水畜産物の採取の禁止・出荷制限等、上下水処理等副次産物の搬出制限

等の各種制限措置を解除する。 



その他の災害対策 第５節 県外の原子力施設事故対策 

第６節 大規模な火災災害対策 

255 

第３ 災害復旧対策 

１ モニタリングの継続実施と結果の公表 

町は、県や原子力事業者その他関係機関が実施する空間放射線量率モニタリングや水道水、農

林水畜産物、上下水処理等副次産物の放射性物質検査に関する結果の情報を収集し、速やかに公

表する。 

 

２ 風評被害等の影響軽減 

町は、県及び国と連携し、報道機関等の協力を得て、原子力災害による風評被害等の影響を軽

減するために、各種モニタリングの結果等を踏まえ、農産物、工業製品、地場産品等の適正な流

通の促進、観光客の減少防止のための広報活動等を引き続き行う。 

 

３ 健康への影響と対策の検討 

町は、県（環境森林部）が実施するモニタリング調査の結果等により、住民への健康の影響が

懸念される場合は、県と連携し対策について検討する。 

 

第６節 大規模な火災災害対策 

 

死傷者が多数発生する等大規模な火災が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大

を防御し、被害の軽減を図るため、町は、防災関係機関と連係して、適切かつ迅速な防災活動の実

施に努める。 

 

第１ 災害予防計画 

１ 火災に強いまちづくり 

(1) 火災に強いまちの形成 

ア 避難路、避難場所、延焼遮断帯、幹線道路、都市公園、河川など骨格的な都市基盤施設及

び防災安全街区の整備 

イ 老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整理事業の実施 

ウ 市街地再開発事業等による市街地の面的な整備 

エ 建築物や公共施設の耐震、不燃化 

オ 水面・緑地帯の計画的確保 

カ 耐震性貯水槽や備蓄倉庫、河川等を消防水利として活用するための施設の整備 

キ 防火地域及び準防火地域の的確な指定による防災に配慮した土地利用への誘導 

(2) 火災に対する建築物の安全化 

ア 消防用設備等の整備、維持管理 
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公共施設の管理者及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所等の建築物等について、

法令に適合したスプリンクラー設備等の消防用設備等の設置を促進するとともに、当該建築

物に設置された消防用設備等については、災害時にその機能を有効に発揮することができる

よう定期的に点検を行うなど適正な維持管理を行う。 

イ 建築物の防火管理体制 

公共施設の管理者及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所等の建築物について、防

火管理者を適正に選任するとともに、防火管理者が当該建築物についての消防計画の作成、

当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行う

など、防火管理体制の充実を図るよう指導するものとする。 

ウ 建築物の安全対策の推進 

(ｱ) 町は、火災等の災害から人命の安全を確保するため、特殊建築物等の適正な維持保全及

び必要な防災改修を促進する。 

(ｲ) 公共施設の管理者及び事業者等は、建築物等について、避難路・火気使用店舗等の配置

の適正化、防火区画の徹底などによる火災に強い構造の形成を図るとともに、不燃性材料・

防炎物品の使用、店舗等における火気の使用制限、安全なガスの使用などによる火災安全

対策の充実を図るよう指導するものとする。 

(ｳ) 町は、文化財保護のための施設・設備の整備等の防火対策に努めるものとする。 

(3) 一般住宅への火災警報器の設置 

平成16年6月2日に消防法が改正され（平成18年1月1日公布）、全ての家庭に住宅用火災警報器

等を設置することが義務付けられた。これを受けて、町は、設置及び維持管理に関する基準を

設けて、住宅用火災警報器設置の推進を図る。 

 

２ 大規模な火災災害防止のための情報の充実 

(1) 火災気象通報 

ア 前橋地方気象台は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、消防法第22条

第１項の規定により、その状況を「火災気象通報」として直ちに県（危機管理課）に通報す

るものとする。 

イ 県（危機管理課）は、アの通報を受けたときは、消防法第22条第２項の規定により、直ち

にこれを各市町村に通報するものとする。 

(2) 火災警報 

町は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、

消防法第22条第３項の規定により、火災に関する警報として「火災警報」を発表する。 

 

３ 救助・救急活動体制の整備 

町は、消防機関と協力し、救助工作車、救急車、照明車等の車両及びエンジンカッター、チェ

ーンソー等の救急救助用資機材の整備に努める。  
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４ 医療活動体制の整備 

町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の備蓄に努め

る。 

 

５ 消火活動体制の整備 

(1) 消防機関及び町は、大規模な火災に備え、消火栓のみに偏ることなく、防火水槽の整備、河

川水等の自然水利の活用、水泳プール、沼等の活用により、消防水利の多様化を図るとともに、

その適正な配置に努めるものとする。 

(2) 消防機関及び町は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努めるものとす

る。 

 

６ 防災知識の普及 

(1) 町は、消防機関と連携し、全国火災予防運動等を通じ、住民に対し、大規模な火災の危険性

を周知させるとともに、災害時にとるべき行動、避難所での行動等防災知識の普及、啓発を図

る。 

(2) 学校等においては、防災に関する教育の充実に努める。 

(3) 町は、消防機関と連携し、住民等に対して消火器、避難用補助具等の普及に努める。 

 

７ 情報通信手段の整備 

(1) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。 

(2) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、情報

の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。 

 

８ 災害広報・広聴体制の整備 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、被災者の家族及び住民等の混乱を

防止するため、災害広報・広聴体制の整備充実を図る。 

 

９ 防災訓練の実施 

(1) 防災訓練の実施 

町は、消防機関、警察機関、事業者、地域住民等が相互に連携して実施するものとする。 

(2) 実践的な訓練の実施と事後評価 

ア 訓練を行うに当たっては、大規模な火災及び被害の想定を明らかにするとともに、実施時

間を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫するものとする。 

イ 訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うものとする。  
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第２ 災害応急対策計画 

１ 町における災害情報の収集・連絡 

(1) 町は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概

括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに館林行政県税事務所（同事務所に連絡がつかない

場合又は緊急を要する場合は県危機管理課）に連絡する。また、被害情報の続報、応急対策の

活動状況、対策本部設置状況等についても逐次連絡する。 

(2) 県又は消防庁への連絡は、別記「火災・災害等即報要領」第１号様式（火災）（資料編12－１）

による。 

 

２ 応急活動体制の確立 

大規模な火災災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を

図るため、第２編第２部第３章「活動体制の確立」の定めるところにより災害対策本部を設置す

る等、応急活動体制を確立する。 

 

３ 避難措置 

町は、関係機関と協力し、人命の安全を確保するため、第２編第２部第１章第２節「避難誘導」

及び第７章「避難の受入活動」の定めるところにより、爆発性、引火性、有毒性といった危険物

等の特殊性を考慮し、必要な避難措置を実施する。 

 

４ 救助・救急活動 

大規模な火災災害時における救助・救急活動については、第２編第２部第５章第１節「救助・

救急活動」の定めるところにより実施する。 

 

５ 医療救護活動 

大規模な火災災害時における医療救護活動については、第２編第２部第５章第２節「医療活動」

の定めるところにより実施する。 

 

６ 消火活動 

(1) 住民及び自主防災組織による消火活動 

住民及び自主防災組織は、火災の拡大を防ぐため、自発的に初期消火活動を行うとともに消

防機関に協力するものとする。 

(2) 企業による消火活動 

企業は、自らの事業所から出火したときは、その初期消火に努めるものとする。 

なお、自衛消防隊を組織する企業は、近隣で発生した火災について、その消火に協力するも

のとする。 

(3) 消防機関による消火活動 
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ア 消防機関は、速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な

部隊の配置を行うものとする。特に、同時多発的に火災が発生し対応ができなくなった場合

は、最重要防御地域等の優先順位を定め、迅速な消火に努めるものとする。 

イ 消防機関は、管内の消防力では対応できないと認めるときは、直ちに広域応援協定等に基

づき広域応援を求めるものとする。 

ウ 消防機関は、火災の様相により、ヘリコプターによる消火活動が最も効果があると判断し

た場合は、県に防災ヘリコプター、緊急消防援助隊の出動要請をするものとする。 

エ 消防機関は、県内の消防力では対応できないと認めるときは、消防組織法第44条の規定に

より、消防庁長官に対し他都道府県の消防機関（「緊急消防援助隊」を含む。）の派遣を要請

するよう知事（消防保安課）に要求することを、町長に助言する。 

 

７ 交通規制の実施 

大規模な火災災害時における交通規制については、第２編第２部第６章第２節「交通の確保」

の定めるところにより実施する。 

 

８ 自衛隊派遣要請 

災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、第２編第２部第３章第４節

「自衛隊への災害派遣要請」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を要請する。 

 

９ 広域応援要請 

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第２編第２部第３章第

３節「広域応援の要請」の定めるところにより、県及び他の市町村に対して応援を要請する。 

 

第３ 災害復旧・復興対策 

大規模な火災災害により、地域の壊滅又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合、町は、被

災の状況、地域の特性、被災者の意向等を勘案し、関係機関との密接な連携のもと、第２編第３部

「災害復旧・復興」により、迅速かつ円滑に復旧を進める。 
 

<関係資料> 資料編12－１ 被害報告関係様式 
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１ 組織関係 

 

１－１ 防災関係機関一覧 

 

【県機関】 

名    称 所  在  地 電  話 

群馬県 危機管理課 

 〃  消防保安課 

 〃  河川課 

〃  館林行政県税事務所 

〃  館林保健福祉事務所 

〃  東部環境事務所 

〃  桐生森林事務所 

〃  東部農業事務所 

〃  館林土木事務所 

群馬県教育委員会 東部教育事務所 

前橋市大手町1-1-1 

    〃 

    〃 

館林市仲町11-10 

館林市大街道1-2-25 

太田市西本町60-27 

桐生市相生町2-331 

太田市西本町60-27 

館林市栄町23-1 

太田市西本町60-27 

027-226-2244 

027-226-2240 

027-226-3619 

0276-72-4415 

0276-72-3230 

0276-31-2517 

0277-52-7373 

0276-31-3824 

0276-72-4355 

0276-31-7151 

 

【指定地方行政機関】 

名    称 所  在  地 電  話 

関東財務局 前橋財務事務所 

関東農政局 群馬県拠点 

気象庁前橋地方気象台 

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 

   〃    渡良瀬川河川事務所 

群馬労働局館林公共職業安定所 

前橋市大手町2-3-1 

前橋市紅雲町1-2-2 

前橋市大手町2-3-1 

埼玉県久喜市栗橋北2-19-1 

足利市田中町661-3 

館林市大街道1-3-37 

027-221-4491 

027-221-1181 

027-896-1220 

0480-52-3952 

0284-73-5551 

0276-75-8609 

 

【指定公共機関】 

名    称 所  在  地 電  話 

日本郵便株式会社 大泉郵便局 

   〃     中野郵便局 

   〃     邑楽藤川郵便局 

   〃     長柄郵便局 

東日本電信電話株式会社 群馬支店 

 

 

 

株式会社ドコモＣＳ 群馬支店 

日本赤十字社 群馬県支部 

日本放送協会 前橋放送局 

東京電力パワーグリッド株式会社 太田支社  

大泉町中央3-2-17 

邑楽町大字中野4632-4 

邑楽町大字藤川129 

邑楽町大字篠塚1287-1 

高崎市高松町3 

 

 

 

高崎市高松町13 

前橋市光が丘町32-10 

前橋市元総社町189 

太田市東本町56-39 

0276-62-2300 

0276-88-5500 

0276-88-5521 

0276-88-5520 

平日昼間 

027-321-5660 

土、休日・夜間 

027-325-7999 

027-393-6414 

027-254-3636 

027-251-1711 

平日昼間 

0276-51-2210 

夜間・休日 

0276-51-2200 

  



１－１ 防災関係機関一覧 

263 

【指定地方公共機関】 

名    称 所  在  地 電  話 

一般社団法人群馬県ＬＰガス協会 

一般社団法人群馬県トラック協会 

一般社団法人群馬県バス協会 

群馬テレビ株式会社 

株式会社エフエム群馬 

公益社団法人群馬県医師会 

公益社団法人群馬県看護協会 

東武鉄道株式会社 本中野駅 

前橋市大渡町1-10-7 

前橋市野中町595 

前橋市野中町588 

前橋市上小出町3-38-2 

前橋市千代田町2-3-1 

前橋市千代田町1-7-4 

前橋市上泉町1858-7 

邑楽町大字中野4858-5 

027-255-6121 

027-261-0244 

027-261-2072 

027-219-0001 

027-230-1882 

027-231-5311 

027-269-5565 

0276-88-7160 

 

【自衛隊】 

名    称 所  在  地 電  話 

陸上自衛隊第12旅団 相馬原駐屯地 

    〃     新町駐屯地 

北群馬郡榛東村大字新井1017-2 

高崎市新町1080 

0279-54-2011 

0274-42-1121 

 

【警察機関】 

名    称 所  在  地 電  話 

大泉警察署 大泉町朝日2-27-1 0276-62-0110 

 

【消防機関】 

名    称 所  在  地 電  話 

館林地区消防組合 

邑楽消防署 

館林市上赤生田町4050-1 

邑楽町大字中野2647-1 

0276-72-3170 

0276-88-5551 
 

【近隣市町及び事務組合】 

名    称 所  在  地 電  話 

太田市 

館林市 

板倉町 

明和町 

千代田町 

大泉町 

栃木県足利市 

群馬県市町村総合事務組合 

邑楽館林医療事務組合 

群馬県農業共済組合館林支所 

大泉町外二町環境衛生施設組合 

太田市外三町広域清掃組合 

群馬東部水道企業団 

太田市浜町2-35 

館林市城町1-1 

板倉町大字板倉2682-1 

明和町新里250-1 

千代田町大字赤岩1895-1 

大泉町日の出55-1 

足利市本城3-2145 

前橋市元総社町335-8 

館林市成島町262-1 

館林市仲町14-1 

大泉町上小泉330 

太田市細谷町604-1 

太田市浜町11-28 

0276-47-1111 

0276-72-4111 

0276-82-1111 

0276-84-3111 

0276-86-2111 

0276-63-3111 

0284-20-2222 

027-290-1352 

0276-72-3140 

0276-75-3311 

0276-63-1266 

0276-33-7980 

0276-45-2731 
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【その他の機関】 

名    称 所  在  地 電  話 

邑楽町商工会 

邑楽町社会福祉協議会 

一般社団法人館林市邑楽郡医師会 

一般社団法人館林邑楽歯科医師会 

邑楽館林農業協同組合 

邑楽町大字中野3197 

邑楽町大字中野1341-1 

館林市苗木町2497-17 

館林市苗木町2622-1 

館林市赤生田町847 

0276-88-0082 

0276-88-2408 

0276-72-1132 

0276-73-8818 

0276-74-5111 

 

１－２ 県防災行政無線一覧 

 

名    称 電話番号 備  考 

邑 
 

楽 
 

町 

都市計画課 447-6300  

総務課 447-6301  

農業振興課 447-6302  

子ども支援課 447-6303  

福祉介護課 447-6304  

ＦＡＸ 447-6800  

館
林
地
区
消
防
組
合 

通信指令課 495-6304  

警防課 495-6300  

消防長 495-6301  

総務課 495-6302  

ＦＡＸ 495-6800  

館林行政県税事務所 

（総務振興係） 

322-1002 

322-1003 

322-1004 

 

館林行政県税事務所 

（全県移動局） 

356    

421    

511    

車載型 

携帯型 

可搬型 

ＦＡＸ 322-6800 行政県税事務所用 

館林土木事務所 342-6302  

ＦＡＸ 342-6800 土木事務所用 
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１－３ 町防災行政無線一覧 

 

（１）同報系 

親局 邑楽町役場 

補助局 邑楽消防署 

同報子局 

屋外拡声子局 町内48か所 

戸別受信機 40台（町内公共施設等に設置） 

 

 

（２）移動系 

基地局 邑楽町役場 

補助局 邑楽消防署 

移動局 携帯型５台（邑楽町役場にて管理） 
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１－４ 邑楽町防災会議条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、邑楽

町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (１) 邑楽町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

 (２) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

 (３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

 (４) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 （会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者 

 (２) 群馬県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者 

 (３) 群馬県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者 

 (４) 町の議会議長 

 (５) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

 (６) 町の教育委員会の教育長 

 (７) 町の消防団長 

 (８) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者 

 (９) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者 

６ 防災会議の委員は30人以内とする。 

７ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

 （専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。 

 （議事等） 

( 昭和39年５月18日 

条 例 第 1 6 号 ) 
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第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和53年条例第26号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成12年条例第５号） 

 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年条例第16号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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１－５ 邑楽町災害対策本部条例 

 

 （趣旨） 

 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基づき、

邑楽町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 （部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 （雑則） 

第４条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成24年条例第16号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

( 昭和39年５月18日 

条 例 第 1 7 号 ) 
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１－６ 邑楽町防災会議運営要綱 

 

 （趣旨） 

 

第１条 この要綱は、邑楽町防災会議条例（昭和39年邑楽町条例第16号）第５条の規定に基づき、

邑楽町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定める。 

 （会議） 

第２条 防災会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （専決処分） 

第３条 会長は、防災会議が処理すべき事項がある場合であって、会議を招集する暇がないと認め

るとき、やむを得ない事情により会議を招集することができないとき、又は当該事項が、邑楽町

地域防災計画に記された避難所等の名称の変更その他軽易なものであるときは、これを専決処分

にすることができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議にその旨を報告するものとする。 

 （委員会） 

第４条 専門の事項を審査するため、会議に委員会を置くことができる。 

 （庶務） 

第５条 会議の庶務は、総務課が処理する。 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度防災会議に諮って決定する。 

 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和４年条例第18号） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

( 平成30年11月26日 

要 綱 第 4 3 号 ) 
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２ 災害危険区域関係 

 

２－１ 水防警報区間等 

 

指定 

河川 

基準水位 

観 測 所 
水  防  警  報  区 

水防団 

待機水位 

氾濫 

注意水位 

避難 

判断 

水位 

氾濫 

危険 

水位 

計画高

水位 

発
表
者 水

系 

河

川 

名

称 
所在地 左  岸 右  岸 

利

根

川 

矢

場

川 

足 

森 

橋 

栃木県 

足利市 

高松町 

自 栃木県足利

市県町浄土

川戸1143番

地先旭橋 

至 渡良瀬川合

流点 

自 邑楽郡邑楽

町秋妻字中

耕地乙 265

番地先旭橋 

至 渡良瀬川合

流点 

3.00 

(足利) 

3.30 

(足利) 
3.40 3.70 5.31 

渡
良
瀬
川 

河
川
事
務
所 

 



 

 

２
－
２
 
重
要
水
防
区
域

 

2
7
2 

 

２－２ 重要水防区域 
 

河川 
重要度 左右

岸別 

重要水防箇所地先名 延長 

ｍ 
重   要   な   る   理   由 備  考 

種別 階級 町字名 粁杭位置 

新堀川 堤防高 Ｂ 
左 

右 

狸 塚 

赤 堀 

百目鬼橋から

新堀川・逆川

合流部まで 

850.0 堤防高不足（流下能力） 館林土木事務所 

多々良川 堤防高 Ａ 
左 

右 

中 野 

石 打 

簀の子橋から

大根橋下流ま

で 

1,500 堤防高不足（流下能力） 館林土木事務所 

矢場川 

（重点） 

工作物 

越水(溢水) 

Ａ 

Ａ 
右 秋 妻 NO.42＋40 

１箇所 

5.5ｍ 
計算水位が桁下高以上旭橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 越水(溢水) Ｂ 右 秋 妻 
NO.40＋101～ 

NO.41－10 
91.0 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
（重点） 

越水(溢水) 

 

Ａ 
右 秋 妻 

NO.39－101～ 

NO.40＋101 
394.3 計算水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 

（重点） 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

右 秋 妻 NO.40＋25 
１箇所 

5.5ｍ 
計算水位が桁下高以上（東下河原橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 

（重点） 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 中 野 
NO.35＋82～ 

NO.36－31 
92.4 

計算水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 

（重点） 

越水(越水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 中 野 
NO.34－30～ 

NO.35＋82 
304.0 

計算水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

（危険箇所（越水）：足森橋観測所） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 

（重点） 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 中 野 
NO.33＋27～ 

NO.34－113 
83.5 

計算水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 越水(溢水) Ｂ 右 中 野 
NO.31＋5～ 

NO.33 
340.2 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

国土交通省 

 佐野河川出張所 



 

 

２
－
２
 
重
要
水
防
区
域

 

2
7
3 

 

河川 
重要度 左右

岸別 

重要水防箇所地先名 延長 

ｍ 
重   要   な   る   理   由 備  考 

種別 階級 町字名 粁杭位置 

矢場川 
越水(溢水) 

旧川跡 

Ｂ 

要注 
右 中 野 

NO.31－33～ 

NO.31＋5 
38.1 

計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 旧川跡 要注 右 中 野 
NO.30＋11～ 

NO.30＋77 
66.2 旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
工作物 

越水(溢水) 

Ｂ 

Ｂ 
右 中 野 NO.30＋11 

１箇所 

11ｍ 
計算水位と桁下高の差が余裕高未満（小曽根橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
（重点） 

越水(溢水) 

 

Ａ 
右 中 野 

NO.29～ 

NO.30－108 
107.7 計算水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
（重点） 

越水(溢水) 

 

Ａ 
右 鶉 

NO.29－98～ 

NO.29－44 
53.9 計算水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 越水(溢水) Ｂ 右 鶉 
NO.25－127～ 

NO.29－98 
774.5 計算水位と現況堤防高の差余裕高未満 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 

（重点） 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

右 鶉 NO.26＋81 
１箇所 

6.5ｍ 
計算水位が桁下高以上（平成橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 旧川跡 要注 右 鶉 
NO.22＋90～ 

NO.23＋29 
118.5 旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
工作物 

越水(溢水) 

Ｂ 

Ｂ 
右 鶉 NO.23－18 

１箇所 

５ｍ 
計算水位と桁下高の差が余裕高未満（鶉橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
越水(溢水) 

旧川跡 

Ｂ 

要注 
右 鶉 

NO.21＋92～ 

NO.22＋90 
181.5 

計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
工作物 

越水(溢水) 

Ｂ 

Ｂ 
右 鶉 NO.21＋96 

１箇所 

3.9ｍ 
計算水位と桁下高の差が余裕高未満（矢場川橋梁） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 旧川跡 要注 右 鶉 
NO.21－71～ 

NO.21＋92 
163.0 旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
工作物 

越水(溢水) 

Ｂ 

Ｂ 
右 鶉 NO.21－58 

１箇所 

11ｍ 
計算水位と桁下高の差が余裕高未満（八幡橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 越水(溢水) Ｂ 左 秋 妻 
NO.40＋104～ 

NO.41－94 
10.4 計算水位と現況堤防高の差余裕高未満 

国土交通省 

 佐野河川出張所 
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２
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域

 

2
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河川 
重要度 左右

岸別 

重要水防箇所地先名 延長 

ｍ 
重   要   な   る   理   由 備  考 

種別 階級 町字名 粁杭位置 

矢場川 

(重点) 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

左 秋 妻 NO.40＋26 
１箇所 

5.5ｍ 
計算水位が桁下高以上（東下河原橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
(重点) 

越水(溢水) 

 

Ａ 
左 秋 妻 

NO.39－83～ 

NO.40－95 
177.7 計算水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

左 中 野 
NO.35－57～ 

NO.35－15 
41.2 

計算水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
越水(溢水) 

旧川跡 

Ｂ 

要注 
左 中 野 

NO.31＋59～ 

NO.31＋98 
39.0 

計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
越水(溢水) 

基礎地盤漏水 

Ｂ 

Ｂ 
左 中 野 

NO.29＋40～ 

NO.30－80 
39.8 

計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所（安全性照査） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 

越水(溢水) 

基礎地盤漏水 

旧川跡 

Ｂ 

Ｂ 

要注 

 

左 
鶉 

NO.28＋74～ 

NO.29－95 
42.1 

計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所（安全性照査） 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
越水(溢水) 

基礎地盤漏水 

Ｂ 

Ｂ 
左 鶉 

NO.25＋76～ 

NO.25＋94 
17.5 

計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所（安全性照査） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 越水(溢水) Ｂ 左 鶉 
NO.25－41～ 

NO.25＋76 
116.6 計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川 
越水(溢水) 

基礎地盤漏水 

Ｂ 

Ｂ 
左 鶉 

NO.25－72～ 

NO.25－41 
31.6 

計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所（安全性照査） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

（重点） 

越水(溢水) 

 

Ａ 
右 秋 妻 

NO.10＋5～ 

NO.10＋53 
47.4 計算水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

（重点） 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

右 秋 妻 NO.10＋32 
１箇所 

４ｍ 
計算水位が桁下高以上（藤川橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

（重点） 

越水(溢水) 

堤体漏水 

 

Ａ 

Ｂ 

右 秋 妻 
NO.9＋98～ 

NO.10＋5 
124.5 

計画水位が現況堤防高以上 

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 



 

 

２
－
２
 
重
要
水
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区
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2
7
5 

 

河川 
重要度 左右

岸別 

重要水防箇所地先名 延長 

ｍ 
重   要   な   る   理   由 備  考 

種別 階級 町字名 粁杭位置 

矢場川（第

二捷水路） 

（重点） 

越水(溢水) 

堤体漏水 

旧川跡 

 

Ａ 

Ｂ 

要注 

右 秋 妻 
NO.9＋76～ 

NO.9＋98 
21.7 

計算水位が現況堤防高以上 

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 秋 妻 
NO.9＋70～ 

NO.9＋76 
5.4 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 藤 川 
NO.9－93～ 

NO.9－73 
19.5 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

 

Ａ 
右 藤 川 

NO.8－39～ 

NO.9－93 
141.8 計画水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 藤 川 
NO.8－73～ 

NO.8－39 
33.7 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

右 藤 川 NO.8－51 
１箇所 

４ｍ 
計算水位が桁下高以上（下藤川橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 中 野 
NO.6－15～ 

NO.6＋31 
46.2 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

 

Ａ 
右 中 野 

NO.5－72～ 

NO.6－15 
256.0 計画水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 中 野 
NO.5－82～ 

NO.5－72 
10.3 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 中 野 
NO.3＋35～ 

NO.4＋21 
184.9 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 



 

 

２
－
２
 
重
要
水
防
区
域

 

2
7
6 

 

河川 
重要度 左右

岸別 

重要水防箇所地先名 延長 

ｍ 
重   要   な   る   理   由 備  考 

種別 階級 町字名 粁杭位置 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

右 中 野 
NO.3－54～ 

NO.3＋15 
68.8 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

 

Ａ 
右 中 野 

NO.2－90～ 

NO.3－54 
251.8 計画水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

右 中 野 NO.2＋86 
１箇所 

７ｍ 
計算水位が桁下高以上（赤谷戸橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 
越水(溢水) Ｂ 右 中 野 

NO.1＋45～ 

NO.2－90 
45.2 計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

右 中 野 NO.1＋86 
１箇所 

8.5ｍ 
計算水位が桁下高以上（千原田橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

 

Ａ 

 

右 
中 野 

NO.1＋5～ 

NO.１＋45 
40.7 計算水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 
越水(溢水) Ｂ 右 中 野 

NO.0～ 

NO.1＋5 
38.9 計画水位と現況堤防高の差が余裕高未満 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

 

Ａ 
左 秋 妻 

NO.10＋26～ 

NO.10＋52 
25.9 計画水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

左 秋 妻 NO.10＋41 
１箇所 

４ｍ 
計算水位が桁下高以上（藤川橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

左 秋 妻 
NO.10－104～ 

NO.10－22 
81.7 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水)旧

川跡 

 

Ａ 

要注 

左 藤 川 
NO.8－70～ 

NO.8－32 
37.6 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 



 

 

２
－
２
 
重
要
水
防
区
域

 

2
7
7 

 

河川 
重要度 左右

岸別 

重要水防箇所地先名 延長 

ｍ 
重   要   な   る   理   由 備  考 

種別 階級 町字名 粁杭位置 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

左 藤 川 NO.8－54 
１箇所 

４ｍ 
計算水位が桁下高以上（下藤川橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

堤体漏水 

旧川跡 

 

Ａ 

Ｂ 

要注 

左 中 野 
NO.5－41～ 

NO.6－34 
201.0 

計算水位が現況堤防高以上 

堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

左 中 野 
NO.2＋88～ 

NO.3－34 
73.3 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

 

Ａ 
左 中 野 

NO.1－11～ 

NO.2＋88 
301.7 計画水位が現況堤防高以上 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

左 中 野 NO.2＋54 
１箇所 

７ｍ 
計算水位が桁下高以上（赤谷戸橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

工作物 

越水(溢水) 

 

Ａ 

Ａ 

左 中 野 NO.1＋81 
１箇所 

8.5ｍ 
計算水位が桁下高以上（千原田橋） 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

矢場川（第

二捷水路） 

(重点) 

越水(溢水) 

旧川跡 

 

Ａ 

要注 

左 中 野 
NO.0～ 

NO.1－11 
18.9 

計画水位が現況堤防高以上 

旧川跡。 

国土交通省 

 佐野河川出張所 

出典：館林地区消防組合「令和６年度 水防計画」 
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３ 気象観測関係 

 

３－１ 特別警報の発表基準 

 

現象の種類 基 準 

大 雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される

場合 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、暴風が吹くと予想され

る場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予

想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

 

 

３－２ 警報・注意報発表基準 

 

【邑楽町】府県予報区      ：群馬県 

一次細分区域     ：南部 

市町村等をまとめた地域：伊勢崎・太田地域 

令和５年６月８日現在 

警報 
大雨 

（浸水害）表面雨量指数基準 23 

（土砂災害）土壌雨量指数基準 － 

洪水 

流域雨量指数基準 新堀川流域＝9.6 

矢場川流域＝9.6 

多々良川流域＝9.8 

藤川流域＝3.7 

複合基準 － 

指定河川洪水予報による基準 渡良瀬川上流部（高津戸） 

利根川上流部（八斗島） 

暴風 平均風速 18m/s 

暴風雪 平均風速 18m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ10cm 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

注意報 

 
大雨 

表面雨量指数基準 10 

土壌雨量指数基準 76 
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注意報 

洪水 

流域雨量指数基準 

新堀川流域＝7.6 

矢場川流域＝7.6 

多々良川流域＝7.8 

藤川流域＝3 

複合基準 矢場川流域＝(5, 7.6) 

指定河川洪水予報による基準 － 

強風 平均風速 13m/s 

風雪 平均風速 13m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ５cm 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪  

濃霧 視程 100m 

乾燥 最小湿度25％で、実効湿度50％（前橋地方気象台の値） 

なだれ 
①積雪があって、24時間降雪の深さが30cm以上 

②積雪の深さ50cm以上で、日平均気温が５℃以上、又は日降水量が15mm以上 

低温 
夏期：低温のため農作物に著しい被害が予想される場合 

冬期：最低気温－６℃以下（前橋地方気象台の値） 

霜 早霜・晩霜期に最低気温３℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量100mm 

出典：気象庁「警報・注意報発表基準一覧表（群馬県邑楽町）」 

 

３－３ 水位観測施設 

 

水位標名 河川名 位 置 
水 位 

観 測 者 電 話 通 報 者 
通報 警戒 

新堀橋 新堀川 
邑楽町赤堀 

テレメーター 
1.80 2.00 

館林土木事務所

職員 
72-4355 邑楽町長・水防長 
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３－４ 気象庁震度階級関連解説表（抜粋） 

 

震度

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地震

計には記録される。 
－ － 

１ 
屋内で静かにしている人の中

には、揺れをわずかに感じる

人がいる。 

－ － 

２ 

屋内で静かにしている人の大

半が、揺れを感じる。眠ってい

る人の中には、目を覚ます人

もいる｡ 

電灯などのつり下げ物が、わ

ずかに揺れる。 
－ 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、

揺れを感じる。歩いている人

の中には、揺れを感じる人も

いる。眠っている人の大半が、

目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てる

ことがある。 

電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩いて

いる人のほとんどが、揺れを

感じる。眠っている人のほと

んどが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大き

く揺れ､棚にある食器類は音

を立てる。座りの悪い置物が、

倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車

を運転していて、揺れに気付

く人がいる。 

５弱 

大半の人が、恐怖を覚え、物に

つかまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激し

く揺れ､棚にある食器類、書棚

の本が落ちることがある。座

りの悪い置物の大半が倒れ

る。固定していない家具が移

動することがあり、不安定な

ものは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ち

ることがある。電柱が揺れる

のがわかる。道路に被害が生

じることがある｡ 

５強 

大半の人が、物につかまらな

いと歩くことが難しいなど、

行動に支障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本

で、落ちるものが多くなる。テ

レビが台から落ちることがあ

る。固定していない家具が倒

れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちること

がある。補強されていないブ

ロック塀が崩れることがあ

る。据付けが不十分な自動販

売機が倒れることがある。自

動車の運転が困難となり、停

止する車もある。 

６弱 

立っていることが困難にな

る。 

固定していない家具の大半が

移動し、倒れるものもある｡ド

アが開かなくなることがあ

る｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下することがある。 

６強 

立っていることができず、は

わないと動くことができな

い。 

揺れにほんろうされ、動くこ

ともできず、飛ばされること

もある。 

固定していない家具のほとん

どが移動し、倒れるものが多

くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下する建物が多くなる。

補強されていないブロック塀

のほとんどが崩れる。 

７ 

固定していない家具のほとん

どが移動したり倒れたりし、

飛ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下する建物がさらに多

くなる。補強されているブロ

ック塀も破損するものがあ

る。 

出典：気象庁「気象庁震度階級関連解説表」 
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４ 水防関係 

 

４－１ 水防に関する資料 

 

（１）水防倉庫 

河 川 名 倉  庫  名 所  在  地 鍵 保 管 者 電 話 番 号 

多々良川 邑楽消防署水防倉庫 邑楽町大字中野2647-1 邑楽消防署長 88-5551 

 

（２）水防資器材備蓄一覧表 

倉 庫 名 

か

ま

（

丁

） 

な

た

（

丁

） 

の
こ

ぎ
り
（
丁

） 

お

の

（

丁

） 

ス
コ

ッ
プ
（
丁

） 

つ
る

は
し
（
丁

） 

と
う

ぐ
わ
（
丁

） 

か

け

や

（

丁

） 

竹
尖

げ
鎌
（
式

） 

ペ

ン

チ

（

丁

） 

タ

コ

（

丁

） 

ハ
ン

マ
ー
（
丁

） 

鉄

杭

（

本

） 

土
の

う
袋
（
袋

） 

な

わ

（

巻

） 

丸

太

（

本

） 

く

い

（

本

） 

土
留

鋼
板
（
枚

） 

パ

イ

プ

（

本

） 
越
水
シ
ー
ト
（
ｍ
） 

モ

ッ

コ

（

本

） 

鉄

線

（

㎏

） 

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
（
枚
） 

命

綱

（

本

） 

カ
ッ

タ
ー
（
本

） 

水
防
マ
ッ
ト
（
式
） 

邑楽消防署 

水防倉庫 
23 11 23 15 71 2 4 30 2 7 1 21 216 4,900 4 0 14 12 5 20 4 5 40 71 0 14 

出典：館林地区消防組合「令和６年度 水防計画」 

 

 

2
4
6 
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（３）水防用非常電話番号一覧表 

機   関   名 電話局 （市外） 電話番号 備   考 

邑楽町役場 中野 0276 88-5511 水防連絡管内状況報告 

邑楽館林農業協同組合長柄支所 篠塚 0276 88-5522 水防連絡 

館林地区消防組合邑楽消防署 中野 0276 88-5551  〃 

 

（４）輸送車両一覧表 

管     理 保  管 車   種 台数 備  考 

館林地区消防組合 邑楽消防署 

消防車 

救急車 

連絡車 

水防車 

資器材搬送車 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

軽トラック 

 

邑楽町役場 

総務課 軽トラック 2  

建設環境課 
小型ダンプ 1 ２ｔ車 

平ボディ 1 ２ｔ車 

教育委員会 軽トラック 1  

出典：館林地区消防組合「令和６年度 水防計画」 

（５）指定特殊機械所有業者 

業 者 名 住     所 機  械  名 台 数 

(株)徳川組 
邑楽町大字赤堀1111 

89-1111 

バックホー 2 

タイヤショベル 2 

真仁田土建(株) 
邑楽町大字中野2207 

88-5348 

ブルドーザー 5 

バックホー 14 

タイヤショベル 2 

出典：館林地区消防組合「令和６年度 水防計画」 

（６）輸送経路 

輸  送  区  間 
第一輸送経路 第二輸送経路 備 考 

自 至 

館林地区消防組合 
邑楽消防署 

水防倉庫 

  国道122号 

主 足利邑楽行田線 

  国道354号 

主 足利邑楽行田線 
 

 



 

 

2
8
3 
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４－２ 樋門等一覧 

 

（１）樋門及び堰堤一覧 

河 川 名 樋門（堰堤）名 岸 位  置 規模・操作方法 所轄機関 

新 堀 川 赤堀堰分水門 中央 赤堀宿 
高0.70 巾1.00 

巻上一連鉄扉手動 
待矢場両堰土地改良区 

新 堀 川 高原堰 中央 狸塚高原 自動巻上式 待矢場両堰土地改良区 

新 堀 川 坪谷堰 中央 篠塚坪谷 自動巻上式 待矢場両堰土地改良区 

新 堀 川 八丁堰 中央 篠塚坪谷 自動巻上式 待矢場両堰土地改良区 

そ の 他 中野沼制水樋門 右岸 鶉新田江尻橋間 
高1.00 巾1.00 

巻上二連鉄扉手動 
邑楽町農業振興課 

孫 兵 衛 川 中野団地制水樋門 中央 鶉新田関場 
高2.00 巾1.00 

巻上二連鉄扉手動 
邑楽町建設環境課 

矢 場 川 五料堰 中央 藤川 
高2.00 巾3.20 

コンプレッサーゲートラバー転倒式 
待矢場両堰土地改良区 

多 々 良 川 千原田前排水１号樋門 右岸 中野字千原田 
高0.65 巾0.65 

巻上一連鉄扉手動 
邑楽町建設環境課 

多 々 良 川 千原田前排水２号樋門 中央 中野字千原田 
高0.65 巾0.65 

巻上一連鉄扉手動 
邑楽町建設環境課 

多 々 良 川 六谷社堰 中央 中野 
高1.65 巾2.65 

巻上一連鉄扉手動 
邑楽町建設環境課 

多 々 良 川 観音堰 中央 石打字住谷崎 電動自動巻上式 邑楽町建設環境課 

多 々 良 川 簀の子堰 中央 石打 
高1.20 巾1.20 

巻上一連鉄扉手動 
邑楽町建設環境課 

その他藤川用水 石打大堰 中央 藤川渋沼上 電動自動巻上式 邑楽町建設環境課 

その他藤川用水 藤川堰取水口 中央 藤川一本木西 コンプレッサーゲートラバー転倒式 待矢場両堰土地改良区 

その他藤川用水 向堰 中央 藤川一本木前 ウオッチマンゲート 待矢場両堰土地改良区 
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河 川 名 樋門（堰堤）名 岸 位  置 規模・操作方法 所轄機関 

その他藤川用水 寺堰 中央 藤川高島小学校西 ウオッチマンゲート 待矢場両堰土地改良区 

その他藤川用水 車塚堰 中央 藤川郵便局南 ウオッチマンゲート 待矢場両堰土地改良区 

逆 川 逆川取水制水 中央 鶉新田前サクラ土手 
高1.40 巾1.40 

巻上二連鉄扉手動 
待矢場両堰土地改良区 

新 堀 川 赤堀堰 中央 赤堀宿 コンプレッサーゲートラバー転倒式 待矢場両堰土地改良区 

右 中 川 西ノ谷堰 中央 
中野 

（東武通運倉庫南東150m） 

高1.50 巾3.00 

巻上一連鉄扉手動 
邑楽町建設環境課 

右 中 川 道本堰 中央 
中野 

(蛭沼中村自動車修理工場南) 

高1.50 巾3.00 

巻上一連鉄扉手動 
邑楽町建設環境課 

矢 場 川 羽刈堰 左右 秋妻 
高2.948 巾10.0 

コンプレッサーゲートラバー転倒式 
国土交通省佐野河川出張所 

矢 場 川 羽刈堰樋管 右岸 秋妻 
高1.10 巾1.60 

電動スピンドル式スライドゲート 
国土交通省佐野河川出張所 

矢 場 川 藤川樋管 左岸 藤川 
高1.70 巾1.90 

電動ラック式スライドゲート（1門） 
国土交通省佐野河川出張所 

矢 場 川 上藤川樋管 右岸 藤川 
高1.60 巾2.15 

電動ラック式スライドゲート（2門） 
国土交通省佐野河川出張所 

矢 場 川 下藤川樋管 右岸 藤川 電気自動巻上式 待矢場両堰土地改良区 

矢 場 川 団子見堂樋管 右岸 鶉 
高1.50 巾2.00 

電動鋼製造スライドゲート1門 
邑楽町都市計画課 

矢 場 川 下鶉樋管 右岸 鶉 
高1.75 巾1.70 

電動ラック式スライドゲート1門 
国土交通省佐野河川出張所 

矢 場 川 中鶉樋管 右岸 中野 
高1.10 巾1.50 

電動ラック式スライドゲート1門 
国土交通省佐野河川出張所 

矢 場 川 上鶉樋管 右岸 中野 
高1.00 巾1.00 

電動ラック式スライドゲート1門 
国土交通省佐野河川出張所 

矢 場 川 上八幡樋管 右岸 鶉 
高1.00 巾1.00 

電動ラック式スライドゲート1門 
国土交通省佐野河川出張所 

参考：館林地区消防組合「令和６年度 水防計画」 
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（２）重要樋門 

河 川 名 堰  樋  名 平 常 時 の 状 況 規  模 所 轄 機 関 市  町 

新 堀 川 坪谷機場樋門 ５月上旬～９月下旬閉鎖 自動巻上式 待矢場両堰土地改良区 邑  楽 

矢 場 川 五料堰樋門 ５月上旬～９月下旬閉鎖 
高2.00 巾3.20 

コンプレッサーゲートラバー転倒式 
待矢場両堰土地改良区 邑  楽 

藤 川 藤川堰取水口 ５月上旬～９月下旬閉鎖 コンプレッサーゲートラバー転倒式 待矢場両堰土地改良区 邑  楽 

出典：館林地区消防組合「令和６年度 水防計画」 
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４－３ 水防実施状況報告書 
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４－４ 水防実施箇所別表 
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５ 避難収容関係 
 

５－１ 避難所等一覧 

 

（１）避難所 

番

号 
名   称 所 在 地 電話番号 地震等 洪 水 

指定一般 

避難所 

１ 中野小学校 中野3021 88-5501 ○ ○ 2階以上 ○ 

２ 高島小学校 藤川379 88-0644 ○ ○ 2階以上 ○ 

３ 長柄小学校 篠塚1278 88-0649 ○ ○ 2階以上 ○ 

４ 中野東小学校 明野51 89-0888 ○ ○ 2階以上 ○ 

５ 邑楽中学校 中野2371 88-0150 ○ ○ 2階以上 ○ 

６ 邑楽南中学校 篠塚1445 88-2120 ○ ○ 2階以上 ○ 

７ 中野幼稚園 中野3176 88-4808 ○ ○ 2階以上  

８ 長柄幼稚園 狸塚1256 88-0049 ○    

９ おうらこども園 藤川451-4 70-2251 ○    

10 中央保育園 中野4398-1 88-0230 ○    

11 南保育園 篠塚1735-1 88-1240 ○    

12 中央児童館 中野3052 88-6135 ○    

13 北児童館 藤川371 88-3715 ○    

14 南児童館 篠塚1411-8 88-2258 ○    

15 東児童館 中野5073 88-1360 ○    

16 邑楽町中央公民館 中野2569-1 88-1177 ○ ○ 全館 ○ 

17 邑楽町立集会所 新中野48-1 89-1585 ○ ○ 2階以上 ○ 

18 邑楽町共同福祉施設 中野3197  ○ ○ 2階以上 ○ 

19 長柄公民館 篠塚1415-1 89-0123 ○   ○ 

20 高島公民館 石打1123 89-1501 ○   ○ 

21 福祉センター寿荘 中野1343-1 88-6588 ○   ○ 

22 町民体育館 篠塚1423-1 88-5355 ○   ○ 

23 武道館 篠塚1421-1  ○ ○ 2階以上 ○ 

24 下中野区民館 中野5286-5      

25 第２区公民館 中野4898-1      

26 第３区公民館 中野4698      

27 前原公民館 中野2283      

28 天王元宿公民館 中野2947  ○    

29 第六区公民館 中野1832-17  ○    
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番

号 
名   称 所 在 地 電話番号 地震等 洪 水 

指定一般 

避難所 

30 第７区区民館 中野3053-2  ○    

31 第八区公民館 中野3116-4      

32 千原田公民館 中野3666-3  ○    

33 向地集会所 中野1667      

34 大根村集会所 中野1315      

35 11区公民館 中野580-1      

36 谷中集会所 中野56      

37 鶉区民館 鶉251-1  ○    

38 鶉新田集会所 鶉新田167-4  ○    

39 光善寺公民館 光善寺312-1   ○   

40 藤川転作促進集落センター 藤川94      

41 秋妻公民館 秋妻527-2  ○    

42 一本木公民館 藤川1118-3      

43 渋沼集会所 藤川1605      

44 石打構造改善センター 石打1015  ○    

45 住谷崎公民館 石打190-3      

46 坪谷稲荷神社社務所 篠塚1099-2      

47 第23区公民館 篠塚1351  ○    

48 西ノ根集会所 篠塚3024-1      

49 宮内集会所 篠塚2906-8   ○   

50 中島集会所 篠塚2050-1      

51 第25区ふれあいセンター 篠塚2781-1  ○ ○   

52 第二十六区公民館 篠塚4255-1      

53 十三軒集落センター 狸塚1020-3  ○    

54 狸塚総合研修センター 狸塚1590-1  ○ ○   

55 本郷江原集落センター 狸塚2315  ○    

56 古家転作促進集落センター 赤堀136-3      

57 十軒集会所 赤堀1372-1      

58 赤堀転作促進集落センター 赤堀510  ○    

59 開拓公民館 赤堀3970      

60 明野公民館 明野30-1  ○    

61 風の子保育園 中野2204-1 88-5850 ○    

※ 自治会の集会所等は耐震性が確保できていない所もあるため、一時避難所として使用する。 
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（２）指定福祉避難所 

番号 名   称 所 在 地 電 話 番 号 

１ 邑楽町保健センター 中野2570-3 88-5533 

 

（３）避難場所 

番号 名   称 所 在 地 地震等 洪 水 
指定 

避難場所 

１ 中野小学校 中野3021 ○ ○ 2階以上 ○ 

２ 高島小学校 藤川379 ○ ○ 2階以上 ○ 

３ 長柄小学校 篠塚1278 ○ ○ 2階以上 ○ 

４ 中野東小学校 明野51 ○ ○ 2階以上 ○ 

５ 邑楽中学校 中野2371 ○ ○ 2階以上 ○ 

６ 邑楽南中学校 篠塚1445 ○ ○ 2階以上 ○ 

７ 農村広場 鶉1318-1 ○   ○ 

８ 松本公園 石打1140 ○   ○ 

９ 石打公園 石打1056-4 ○   ○ 

10 青少年広場 篠塚1411-2 ○   ○ 

11 スポーツレクリエーション広場 篠塚1435-1 ○   ○ 

12 ひろや公園 赤堀1506-1 ○   ○ 

13 緑ヶ岡公園 新中野127 ○   ○ 

14 駅前公園 新中野87 ○   ○ 

15 下谷公園 新中野61 ○   ○ 

16 清水公園 新中野14 ○   ○ 

17 あけの公園 明野32-1 ○   ○ 

18 鞍掛中央公園 赤堀4117 ○   ○ 

19 里前公園 赤堀4123 ○   ○ 

20 町立多々良沼公園 鶉新田12-1 ○    

21 ふれあい広場 中野1860-1 ○    

22 おうら中央多目的広場 中野2521-1 ○   ○ 

 

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邑 楽 町 地 域 防 災 計 画 

 

発行日 令和  年 月 

発 行 邑楽町防災会議 
 

〒370-0692 

群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1 

ＴＥＬ 0276-88-5511 

ＦＡＸ 0276-89-0136 
 

企画・編集 邑楽町 総務課 

 

 


